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１  ８番  森田   勝  １  第２次財政健全化計画の推進状況は  

   ２  避難所になっている旧南保育園の代替は  

   ３  「もったいない運動」に取り組んでは  

２  ４番  井戸  太郎  １  庭から出る葉っぱなどのゴミ、無償化に  

   ２  こども園、小学校の流行性ウィルス、感染症対  

     策のさらなる強化を  

３  １２番  馬本  隆夫  １  信貴山地区児童生徒通学費助成金交付要綱につ  

     いて  

   ２  町道西山麓線（旧・西和広域農道）の先線計画  

     について  

   ３  平群町人権交流センター移転に伴う新施設の運  

     営について  

   ４  公共交通空白地域解消を  

４  ５番  稲月  敏子  １  交通弱者対策について  

   ２  安心・安全な生活道路環境整備について  

   ３  長引くメガソーラー建設工事現場について  

５  １０番  窪   和子  １  （仮称）平群町文化センター・図書館の充実し  

     た整備について  

   ２  高齢者や障がい者の災害時の避難対策について  

   ３  食品ロス削減のさらなる取り組みについて  

   ４  森脇橋東詰交差点に横断歩道の設置について  
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再    開  （午前  ９時００分）  

 

○議  長  

 皆さん、おはようございます。  

 町長より健康保険課の南主幹が公務のため本日欠席する旨の通知を受けまし

たので、御報告いたします。  

 ただいまの出席議員は１２名で定足数に達しておりますので、これより令和

元年平群町議会第３回定例会を再開いたします。  

 これより本日の会議を開きます。  

（ブー）  

○議  長  

 本日の議事日程は、お手元に配付しております議事日程表のとおり、一般質

問であります。  

 日程第１  一般質問を行います。  

 今定例会の一般質問は１０名の議員から提出されております。本日は発言順

位１番から５番までといたします。順次質問を許可いたします。  

 発言番号１番、議席番号８番、森田君の質問を許可します。森田君。  

○８  番  

 皆さん、おはようございます。ただいま議長の許可をいただきましたので通

告どおり質問いたします。令和になりまして最初の定例会、また、このたびの

選挙で最高齢議員となりましてトップの質問でございます。１年ぶりの質問で

ございます。何とぞよろしくお願いいたします。それでは、順次質問させてい

ただきます。  

 １点目は第２次財政健全化計画の推進状況についてであります。ことし２月

５日開催の「駅周辺整備事業の進捗状況と今後の予定について」の全員協議会

で示された一番新しい財政シミュレーションによりますと、２０２２年度の実

質収支は６億９，５００万の赤字になっており、平群町の標準財政規模を４５

億といたしますと、早期健全化基準ラインの６億６，０００万を超える。また、

２０２３年度の実質収支は９億６，７００万の赤字で財政再生基準ラインの８

億８，０００万を大幅に超える非常に厳しい内容になっているわけでございま

す。これを昔風にいいますと、平群町は赤字再建団体で、すなわち第２の夕張

になることを意味いたします。  

 この財政シミュレーションのもととなっているのは２０１７年８月に町が策

定いたしました第２次財政健全化計画であります。それによりますと財政削減

で４億４，０４７万円で、その内訳は事務事業の見直しで１億７４７万、人件
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費の抑制で３億３，２９９万円。そして新しい歳入の確保で４億８１０万。そ

の内訳は受益者の負担の適正化で５，０４８万円、町有資産の計画的な処分で

３億５，２６１万円。合計８億４，８５６万円の新しい財源を確保する計画に

なっております。肝心かなめの第２次財政健全化計画を１００％達成できなけ

れば財政シミュレーションの赤字が大幅に膨らみ、町財政がさらに悪化して本

当に困った自体に陥るわけであります。  

 そこで、財政シミュレーション上赤字が大幅に膨らんだ要因は、私は駅周関

連によるものと理解しておりますが、間違いないでしょうか。また、第２次財

政健全化計画の具体的な進捗状況と２月５日の財政シミュレーションによる現

時点の改善点、歳出削減、歳入確保がどのようになっているのでしょうか。た

だ、第２次財政健全化計画は２０１７年から２１年の５年間ですかね、財政シ

ミュレーションは６年間になっておりますので、最終年度の２０２２年は比較

できないと思いますが、その辺のことはよろしくお願いいたします。  

 なお、実質収支以外に町財政として問題になるのは地方債残高、償還額、実

質公債費比率だと考えておりますが、２月５日の全協から変わっているのか、

変わらないのかお尋ねいたします。  

 私は平群町の喫緊の最優先課題は財政再建ではないかと思います。５月の臨

時議会の西脇町長の冒頭の挨拶で短期間に起債、借金で箱物投資を行った結果、

極端に町財政を悪化させたとあります。私は数年前より同様のことを前町長に

言ってきましたが、全く聞く耳を持たなかったことが今日、平群町はにっちも

さっちもいかない状態に陥ってるのではないかと思います。本当に残念でなり

ません。  

 ２点目は避難所になっている旧南保育園の代替施設についてであります。  

 昨年７月の西日本豪雨で逃げおくれにより多くの犠牲者が出たことを教訓に

政府はことし３月に避難に関するガイドラインを改訂し、気象庁は５月２９日

から運用を始めました。この改訂ガイドラインによりますと、大雨時に自治体

が出す避難情報と気象庁が出す防災気象情報を５段階で警戒レベルをあらわ

し、警戒レベル１、２は気象庁が発表し、警戒レベル３、４、５は自治体、す

なわち平群町が発令することになっております。具体的には警戒レベル３で避

難準備、高齢者等避難開始、警戒レベル４で避難勧告、避難指示となっており

ます。  

 しかし、警戒レベル３で高齢者等の避難開始、レベル４で避難勧告、避難指

示を平群町が発令しても、西宮、春日丘、日立団地の避難所になっております

旧南保育園は２０１５年３月に廃園になって以来全く使えない状況になってお

りますが、この状況は果たして町としてよしとするものでしょうか。また、西
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山間部の避難所となっております旧西小学校は２０１４年３月に廃校になり、

第２次健全化計画によりますと、２０１９年、今年度中に南保育園と一緒に売

却する計画になっております。あわせて西小学校の代替施設を考える必要があ

るのではないかと思います。私は避難所として使えない旧南保育園、使えなく

なる旧西小学校の代替施設を確保を昨年３月議会の一般質問で取り上げました

が、一向に前進しておらないもので再度質問いたしました。  

 本年度には地域防災計画を見直す、改訂することになっておりますが、いつ

起こるかわからない災害、大雨に備えるため地域防災計画の見直しまでは待て

ないのではないでしょうか。  

 ３点目は、町はもったいない運動に取り組んでは、であります。もったいな

い運動はアフリカ人女性として初めてノーベル平和賞を受賞したケニアの環境

保護活動家ワンガリ・マータイさんが日本ではものを大切にし、心豊かに生き

てる日本人の心、生き方、もったいないに感銘を受け、これを推進することを

彼女は取り組んでおるわけでございます。もったいない運動は環境３Ｒ、リデ

ュース（ごみの削減）、リユース（再利用）、リサイクル（再資源）、プラス・リ

スペクト（尊敬の念）をたった一言であらわすことから、マータイさんはこの

美しい日本語を環境を守る世界共通語「ＭＯＴＴＡＩＮＡＩ」として広めるこ

とを提唱されたわけでございます。  

 このもったいない運動は世界中に広がっており、日本で多くの自治体も取り

組んでおり、平群町でも取り組んではいかがでしょうか。あわせて、ここ数年

来の可燃ごみの収集状況、有価物集団回収の状況、学校給食の食べ残し状況は

どのようになっておるのでしょうか。  

 なお、食品ロスと呼ばれる廃棄食料を減らすため食品ロス削減推進法案が５

月２４日可決されました。２０１６年にまだ食べられるのに捨てられている食

料は６４３万トンと見られ、国民１人当たりに換算すると、毎日茶わん１杯分

の御飯に相当する１３９グラムを捨てている計算になります。この法案は食品

ロス削減を国民運動にするため、政府は基本方針を策定し、自治体は基本方針

を踏まえ削減推進計画を推進し、実施することを責務としており、企業の責務

のほか、消費者の役割も定め、国民運動として推進することになっております。

平群町はこの食品ロス削減を包含したもったいない運動に取り組むべきだと考

えます。  

 以上３点が私の質問です。どうかよろしくお願いいたします。  

○議  長  

 政策推進課長。  

○政策推進課長  
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 それでは、森田議員の御質問の１点目でございます。第２次財政健全化計画

の進捗状況につきましてお答えを申し上げます。  

 平成２９年１０月に策定をいたしました第２次財政健全化計画は、平成２６

年４月に策定をいたしました第２次行財政改革大綱に包含されます健全財政の

視点での取り組み事項について取りまとめた部門計画でございます。また、平

成２９年度以降終盤を迎えた平群駅周辺整備事業や（仮称）文化センター・図

書館建設事業、清掃センターの焼却灰処分など大きな財政出動が必要な事業に

着手することから、その財源確保のために具体的かつ財政健全化に特化した計

画の策定を行ったところでございます。  

 そこで、議員のお尋ねいただきました第２次財政健全化計画の進捗状況につ

いてでございます。計画に掲げました事項につきましては平成３０年度の予算

審議の際に、これも議会資料ということで御提出をさせていただきましたが、

３０年度予算に計画内容が反映をしておるところでございます。特に歳出事項

につきましてはおおむね達成できている状況でございますが、歳入確保の取り

組みである町有地の売却については現在のところ契約締結にまでは至っていな

い状況でございます。これにつきましては、引き続き努力してまいりたいとい

うところでございます。  

 今後計画に対する達成額につきましては、現在決算作業中ということで分析

中でございますので、御了承のほうお願いを申し上げたいと存じます。  

 次に、２月５日、全員協議会の財政シミュレーションから改善しているかに

ついてでございます。２月５日の全員協議会では、特に駅周事業に係る清算金

交付額で当初５億７，０００万から換地処分により４億８００万円になったこ

とを受けまして、平成３０年度以降の財政シミュレーションを御説明申し上げ

たところでございます。５月３１日の出納閉鎖により平成３０年度決算額が確

定したところでありますが、実質収支が７，７００万円の黒字となり、シミュ

レーションよりは若干の黒字は出ておりますが、しかしながら、実質単年度収

支では、シミュレーションでは１億１，４００万円の赤字と予想しておりまし

たが、実際には１億４，６００万円の赤字となり、単年度の赤字幅が大きくな

っております。  

 ２月５日の全員協議会で御説明申し上げました財政シミュレーションでは、

駅周事業の清算金が換地処分の結果といたしまして４億８６２万１，０３０円

となること、また、その額が平成３０年度に全額収入されるものとしてシミュ

レーションしたものでございますが、しかしながら実際に３０年度に交付され

ました清算金の額はその約半額でございます。金額といたしまして２億８６２

万１，０３０円の部分払いとなったため、この部分でシミュレーション上の乖
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離が発生し、単年度の赤字幅が大きくなったところでございます。  

 なお、清算金の残りの２億につきましては今年度に交付される予定でござい

ます。  

 次に、実質収支以外の財政状況でございますが、地方債残高についてはシミ

ュレーションでは約１５４億８，７００万となっておりました。実際には約１

４５億６，７００万と約９億２，０００万程度減少しておりますが、これは翌

年度に事業を繰り越した影響でございまして、短期間で見ましたら地方債の残

額の総額といたしましては前回お示しをさせていただきましたシミュレーショ

ンと大きく変わりはございません。その他地方債の償還額につきましても先般

の２月５日の財政シミュレーションのおおむねそのとおりかなというふうに見

込んでおるところでございます。  

 また、実質公債比率や将来負担比率につきましては、現在決算内容の分析中

であり、９月議会におきまして健全化判断比率として御報告を申し上げるとこ

ろでございますので、よろしくお願いいたします。  

 以上です。  

○議  長  

 森田君。  

○８  番  

 ちょっと答弁が抜けてると思うんですけども、この財政健全化計画から財政

シミュレーションにこの金額が出たの、主な要因は私は駅周じゃないかという

ふうに問い合わせしてるんですけども、それをまず答弁していただけませんで

しょうか。  

○議  長  

 政策推進課長。  

○政策推進課長  

 森田議員の再質問、お答えをさせていただきます。  

 財政健全化計画と、あと単年度の予算という部分でそこを見比べてのお話か

なと思っております。御質問いただいた中で平成３０年度の決算という部分で

御説明を申し上げましたら、当然この財政シミュレーションの中で見ておりま

した実質単年度収支の額が、赤字額が相当膨らんでおるということでございま

す。当初見込んでたよりも赤字が大きくなったというのは御説明申し上げたと

おりでございます。それとあわせて、駅のほうから駅周事業にかかわりまして

清算金ということで交付を受ける額、当初５億７，０００万から４億８００万

になった。今年度３０年度の決算といたしまして約２億８００万程度の収入、

来年度について残りの２億はお支払いいただけるというふうになってございま
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す。  

 当然３０年度の決算が大きく赤字のほうへベクトルが振ったという部分につ

きましては、やはり、この駅の２億円の未収というのが一定大きな要因であろ

うというふうにはもちろん分析しておるところでございます。  

○議  長  

 森田君。  

○８  番  

 駅周は本当に町財政を圧迫してる、私は主要因じゃないかいうふうに思いま

す。ここで詳しくは申し上げませんがですね、既成事実のごとく町が支出しな

ければいけない状況になってるいうのは本当に残念な状況でございます。  

 それでですね、今年度３０年度のことは今議会の冒頭でもそういう話があっ

たのでわかっておるんですけども、そうすると、今の状況からすると財政シミ

ュレーションですね、２月５日の財政シミュレーションとほとんど変わらない

というふうに理解していいのか。それとですね、歳出削減でほぼそれは達成で

きると、その具体的なことをちょっと、イベントをやめるとかいうものがわか

れば教えていただきたい。ただ、職員の定年退職でやめられた以外の方の補充

をしなければ、私、本当に大変なことになるかと思うんですよね。国がいろい

ろ法律をつくると全て地方自治体に落ちてくるわけですね。今回の食品ロス削

減法案にしても実際の運営は町がやらないといけないわけですね。町がやると

いうことは職員がやらないといけないと思うんですね。それまでですね、だか

ら私は定年でやめて、その方を再雇用されることはいいと思うんですけども、

定年以外でやめられた方のそれは採用すべきじゃないかなというふうに思いま

す。  

 それと、もう一番大事なことは財政健全化計画の本当に土地売払収入がこの

計画どおりできるとは私は思えない。といいますのは、若葉台のゲートボール

場はこれは諦めたというふうに私は理解しているんですけども、そのほかに南

保育園と西小学校のこの売却価格５，０００万、安過ぎるんじゃないですか。  

 それともう一つ、中央公民館とあすのす平群、そして人権交流センター、本

当にこの金額で売れますか。ちょっと私も調べてみたんです。これね、今の中

央公民館のところです。これの土地がこれだけあるんだけども、ここのとこは

借地じゃないですか。ここに忠魂碑が建ってます。ここにお地蔵さんがありま

す。ここに商工会館があります。これ、３，６５０平米というふうに聞いてる

んですけども、これを売る計画になってるんですよね。ほんなら商工会館どこ

行くんですか。商工会館。これは２０２２年か２３年かに売ることになってる

んですよね。こういうことははっきりと議会にも示してもらわないと困る。事
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前にですね。忠魂碑であれば誰が御担当、遺族会かどうか知りません、お地蔵

さんであればどこか知りません。ほんでこれは、商工会としては使うんであれ

ば、これ、出入り口が要るわけじゃないですか。実際この土地で町長、売れま

すか。この面積。単価はいいとしても。もっと緻密な計画を出してほしいなと

いうふうに私は思います。もう２年先であれば、今からやっても土地なんてね、

きっちりと整理しないといけないというふうに思うんですね。だから、細かい

こと言いませんが、ほんまに財政健全化計画ね、本当にこれ、できるというふ

うに町長思われてるのですかね。どこまで詰めておられますか。  

 そのことと、先ほど言いました歳出の削減の主なことが本当にどんな状況か

ということを教えていただけませんでしょうか。その２点。  

○議  長  

 政策推進課長。  

○政策推進課長  

 森田議員の再質問にお答えをさせていただきます。  

 まず平成３０年度予算ベースからのかなというふうに理解しておりますが、

財政健全化計画が具体的に３０年度、どんだけの成果があったのか。具体的に

特に歳出事項でどのような取り組みがなされておるのかというところでござい

ます。  

 頭出しといたしましては、さまざまな取り組み事項ということで計画をして

おります。個々で申し上げましたら、例えば電算経費の委託料の削減であった

り、使用料の削減、またコミュニティバスの事業の見直し、イベントの統廃合、

ほんで、あと各種イベントの見直し、また社会福祉協議会への補助金の見直し、

職員の採用の抑制といったところでの項目を掲げながら、平成３０年度におき

まして、それぞれ計画値と実際の予算を３０年度予算として反映されたものが

ございます。  

 予算編成時におきましては、先ほどの答弁でも申し上げましたが、金額的に

ほぼほぼ予算の中に反映をされてるのか、ほぼ達成できてるのかなというふう

なところでございます。ただ、これも今申し上げましたように、３０年度の決

算、まだ作業中でございますので、実際に計画値があって、予算反映値があっ

て、実際に３０年度決算どうなったんだということもしっかり分析をせんとあ

かんというふうに思っておりますので、そこの金額的な詰めにつきましては、

３０年度決算とあわせて行っていくところでございますので、少し細かい決算

値、出来高値という部分につきましてはいましばらく御了承いただきたいなと

いうふうに思っております。  

 次に、用地の関係含めて、今度歳入のほうの確保ということでいろいろと御
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質問いただいたところでございます。少し御質問に漏れがあればまた御指摘を

賜れたらというふうに思っておりますが、まず南保育園の跡地、西小学校の跡

地ということで計画の中では５，０００万売却費を見ております。これにつき

ましては南保育園の跡地を売るというふうな金額になってございます。西小学

校につきましては、まだ利活用の方策であったりとか実際にどの程度で売れる

かというふうな評価もできておりませんので、具体的な数字につきましてはこ

の健全化計画の中では加味はしてないところでございます。  

 南保育園につきまして５，０００万というふうに置いておるところでござい

ますが、基本的に建物がついた施設でございますので、近傍の評価額とあそこ

の面積、ほんでまた建物の解体費に幾らかかんのかというふうなざっくりとし

た試算なんですけども、そこから算出した数字が５，０００万ということで計

上いたしております。これにつきましても町有地の売却につきましては、今後

鋭意努力して行っていくというところで、それによりこの計画を具現化してい

くというふうな考え方でございます。  

 次に、中央公民館、あすのす平群、人権交流センターの用地の売却でござい

ますが、これも新しい文化センターの建設に伴いまして、この３施設について

は除却をするというふうなことが事業のメニューとしてなってございます。除

却後この土地を売却するということでございますが、当然議員御指摘いただき

ましたように商工会館ございますので、そこへのアプローチということで一定

の駐車場であったりとか通路であったりとかいったものについては確保してい

く必要があると。また、公民館につきましても、議員お述べのように一部個人

地を借用して今現在使っておるということでございますので、そこも実際に除

却をする時点で、どういうふうな土地の売り払いをしていくのかというふうな

ことも具体的には考えていかなあかんというふうになっております。  

 今回この計画の中で示させていただきました約１億９，０００万については、

そういうことを若干加味した上で近傍の評価なりを加えた上での価格というこ

とでございますので、まだ正直申し上げまして３３年以降の計画でございます

ので、そこまで具体的には売却の計画というのができていないというのが現状

でございます。これにつきましては、財政厳しい状況ですので、なるべく早い

時期にそういったことも具体化をしていくというのは必要かなというふうに思

っておるところでございます。  

 そのほかでございますが、ゲートボール場の土地なり、またほかに町有地ご

ざいますので、その部分につきましては鋭意売却の努力に努めるということで

御理解のほういただけたらというふうに思っております。  

 以上です。  
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○議  長  

 森田君。  

○８  番  

 職員の増員についてちょっとお尋ねしたんですけど、後ほどお答えいただけ

ればありがたいなと思うんですけど、それでですね、今ね、この健全化計画の

中にですね、それであれば西小学校書くべきじゃないんじゃないですか。やは

り、議員にも正しい資料を出すべきじゃないかなというふうに思うんですよね。

それと、これとあわせて言うときますけども、下垣内の土地の道路をつけるや

つにもあれは何か６メートル道路をつけるという話聞いたんですけども、説明

は４メートル９００だと。正しい説明を議会にも示してもらわないと困る。そ

れは強く言っておきます。  

 それとですね、今、歳入の確保でね、これが土地が売れなければ本当に本当

にほんまにこれは大変なことになるというのは町長も認識されてると思うんで

すよね。どうですか、町長。これ売れなければ本当ににっちもさっちもいきま

せんで。悪いんですけども、本当にその中央公民館の土地なんて今からやって

もなかなか中のですね、忠魂碑の移動も含めて商工会との打ち合わせとかやっ

ても１年、２年すぐたってしまいますよ。私はそんなことをきっちりどなたか

が、担当を決めてですね、例えば、商工会であればこれ観光産業課と、そうじ

ゃなくて、どなたかが中心となってやらないとできないですよ。どう考えてお

られるんですか。それはもう要するに各担当者に任せきりというふうにされて

るのか。  

 それともう一つ、南保育園の中に里道が通ってますね。売るとなったら里道

の整理もしなくてはいけないんじゃないかなと思うんですよね。それと、もう

一つは人権交流センター、本当に売れますか。私はわかりませんが、若葉湯も

まだ売却できてなかったように私は記憶してるんですけども、平群町で今大事

なことは現金をつくることなんですよ。現金をつくることをしなければ事業も

新しいこともできない。場合によっては住民サービスも低下させることも住民

の理解を得て進めないといけない、そんな状況じゃ、私、ないかと思うんです

けども、本当に私はこれをきっちりやるような人をつけるべきじゃないかなと

思うんですね。この以外にまだ西保育園の跡地も残っておったし、若井の資機

材置き場、これ、大分前から申し上げてるんですけども、全然解決してない。

そんなことを、議員が質問するときだけじゃなくてきっちり、やはり、どなた

かが中心になって進めるべきじゃないかというふうに思いますが、その辺のこ

といかがでしょうか。  

○議  長  
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 政策推進課長。  

○政策推進課長  

 森田議員の再質問にお答えをさせていただきます。  

 まず財政健全化計画の中身の部分で職員の抑制というところで計画上げてご

ざいます。計画上は当然新規職員採用しておりませんので、予算上の反映とい

う部分では達成をしておるところでございます。今後、職員の増員ということ

で御提案をいただいとるところでございます。この間の職員の採用でございま

すが、現在現場のほうでということで、各こども園のほうでかなり保育教諭の

人手が確保できないということもあわせて、保育教諭の採用につきましてはる

る行っておるところでございますが、一般職の採用についてはこの間ずっと抑

制をしておるところでございます。  

 その部分につきましては、当然定年退職をして、退職をしましたら総枠の人

員として減ってくるわけでございますが、現在のところ減ってることには変わ

りはございませんが、再任用等で引き続き行政のほうで勤務をするという職員

もおりますので、その辺の状況を見ながらそこは対応してまいりたいというふ

うに考えております。  

 やっぱり職員というのは確かに行政つかさどる上では一番大事なものでござ

いますが、かなり単価も高いものでございますので、そこをどういうふうにう

まいこと効率的に組織を回していくかというのがやはり、行革をするに当たっ

ては一つのポイントになってくるのではないかと思っておりますので、人員の

管理等につきましては総務、人事担当課のほうとも相談してやってまいりたい

と考えております。  

 続いて、西小学校の件でございますが、確かに行革の計画の中では南保育園、

西小学校ということで併記をしております。先ほど申し上げましたように、西

小学校につきましては評価のまだしようがないということと、利活用の具体的

な方針が決まってないということで、なかなか幾らの値段で売却をするのかと

いうところまでは積算し切れてないとこはございます。ただ、やはり行革の中

でこの施設については一定の利活用を求めていくというふうな位置づけをして

おりますので、計画上はやはり、文言としては頭出しをしておく必要があった

かなということでの記載でございます。この部分についてちょっと説明が不足

しておったということでございましたら、そこは大変申しわけなかったという

ふうに考えております。  

 次に、あとの個々の用地の売却につきましてでございます。これがなければ

この健全化計画が成り立たないのかという部分でございます。確かに用地の売

却というのはかなり費用的にも収入効果も大きい中身でございますので、積極
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的に進めていくというところでございますが、ただ用地の売り払いというのは

相手もあることでございますので、なかなかこちらの思惑どおりには進んでい

かないというところもまずございます。ただ、それ以外の、例えば先ほど来申

し上げております歳出の細かい部分で行革を進めていくことにおいて、一定の

行革効果をそこでつかむことによりまして、用地が仮に売れなかったとしても

その分を吸収するような、トータルとしてこの計画を見たときにまあ何とか達

成をしてるというふうな考え方も一つかなというふうに理解をしておりますの

で、当然これで用地の売却についてはおざなりにするわけではございませんが、

一定そういうふうな計画の中での柔軟性という部分で計画全体を進めていくと

いうところで御理解のほういただけたらというふうに考えております。  

○議  長  

 森田君。  

○８  番  

 悪いんですけど、歳出削減に関するものを強力に進めて、もしか土地売払収

入が減っても何とか賄えると、私はそれは不可能に近い。金額的に言ってもで

すね、歳出に関する合計がですね、ごめんなさい、見直しで４億何ぼ上がって

るんですかね。だけど本当に人件費の抑制がもうほとんどじゃないですか。悪

いんですけどもね、ほんまに職員ね、これからの将来を考えたときに、臨時職

員で私、対応できないと思いますよ。これは計画的に職員の方を入れていくべ

きだと。苦しいときほど人間の力が発揮できるんですよ。  

 それとね、西小学校。本当に活用とか売却、非常に難しいと思う。私も先般、

友人を通じて学校の活用できないか、売却先がないかということを見せていた

だきました。３カ月先か６カ月先かしたらその提案が出てくるというふうにあ

れば期待してるわけですけども、本当に早く要らない不動産を売ってお金をつ

くることだというふうに思います。それ以外にも先ほど言いましたように、若

井の資機材置き場とか西保育園とかまたたくさんあるところを、それ、公園墓

地のところもあったというふうに思うんですけども、これはまあ以前にもある

議員が一般質問されてたと思うんですけども、やはり早く現金をつくること。

そういうことをお願いしまして、この質問を終わります。  

○議  長  

 総務防災課長。  

○総務防災課長  

 それでは森田議員の２点目の旧南保育園と旧西小学校の避難所の代替の御質

問についてお答えをさせていただきます。  

 まず両施設の現状としまして、旧南保育園につきましては草刈り等実施して
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おりますが、園舎も古く、ふだん利用されていないため避難所としては開設す

ることは困難だと考えております。また、西小学校の体育館につきましては現

在も使用可能です。  

 議員御指摘の両施設の売却に伴う代替施設につきましては、旧南保育園はプ

リズムへぐり等の近隣施設を、旧西小学校は総合スポーツセンターを代替避難

所に検討しております。なお、避難所を変更するためには代替施設も防災拠点

機能の変更に加え、住民周知が重要になるため、本年度において避難所の変更

を含む地域防災計画の見直しを行い、新たな防災ハザードマップを作成し、住

民周知に努めてまいります。  

 また現状の運用としまして、大雨や大型台風の接近により避難所の開設が必

要と判断した場合は住民の方が安心して避難いただけるよう、早い段階で自主

避難所の開設や避難情報の伝達に努めてまいります。  

 以上でございます。  

○議  長  

 森田君。  

○８  番  

 それはちょっと待てないんじゃないんですか。もう事前に周知することが大

事じゃないですか。これ町のハザードマップなんですけども、ここには井文字

川が流れておるわけですね。西宮と私、住んでる春日丘と日立団地がこのエリ

アなんですよ。そんな周知してあげてくださいよ。悪いんですけど、井文字川

の周辺は土石流危険箇所に、このエリアなってるんですよ、川沿いが。ほんで、

この上にですね、越木塚の上に私も以前行ったことあるんですけども、砂防ダ

ムがあるんですよ、砂防ダム。あったというふうに記憶してます。私も至ると

ころ回りましたから。割と大きな砂防ダムですよ。そんなん１日も待てますか。

南保育園の避難所をこの３自治会にどこにしますということをきっちりしない

とあすにでも起こるかもわからない。大雨の災害避難所で、ここに避難して亡

くなったらどうするんですか、あなたたちは。周知してくださいよ。こんなん

もう４年もね、おざなりにしてるんですよ、あなたたちは。その辺のところ、

町長どういうふうに思っとられますか。町長答えてくださいよ、これは。  

○議  長  

 町長。  

○町  長  

 森田議員の御質問にお答えさしてもらいます。  

 確かに南保育園はもう既に廃園して使用できなくなってるということで、ま

たいつ起こるかわからない災害に備えて西宮、春日丘、日立団地にはプリズム
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へぐりということで防災計画できるまではそこを指定していきたいと、住民に

も周知していきたいというふうに考えております。  

○議  長  

 森田君。  

○８  番  

 それはぜひともお願いしたい。それと看板を外していただきたい。それはま

あお願いしておきます。住民の生命、財産守るのは町としての一番の責務だと

思いますので、これ以外に１次避難所も含めて、下垣内なんかそういう集会所

の話があったときにもありましたが、１次避難所のところに土石流危険箇所が

あったりしますので、今回の見直しのときはきっちりそういうことも見直しを

含めて、それと収容人員、大体収容人員がエリアの半分だったと思うんですよ

ね。計画では大体対象区域の半分ぐらいだったと思うんですけども、それが法

律で定められてるのかどうか知らないんですけども、最近のあれを見ますと、

避難勧告、避難指示ということは全員行きなさいと言ってるわけですから、そ

の辺のことも含めて忙しいとは思いますが、検討をお願いいたします。この件

はこれで結構です。  

○議  長  

 住民生活課長。  

○住民生活課長  

 それでは、森田議員さん、３点目の御質問にお答えいたします。  

 もったいない運動に取り組んではについてでございます。平群町におきまし

ては、複雑、多様化するさまざまな環境問題を住民代表のエコ連絡会の方々と

の協働で、平成２５年よりごみ減量フェスタを開催いたしております。ことし

で７回開催しております。その中で子ども服、子ども用品、食品等の陶器類を

受け付けし、無料で持ち帰っていただいております。あと随時、住民生活課窓

口でも回収させていただいております。また、地域の総代、自治会長からの推

薦により町長から委嘱を受けた環境保全推進委員（エコリーダー）がいらっし

ゃいます。役割といたしましては、町と地域のパイプ役として、ごみの分別や

減量、リサイクルについてわからないことがあれば地域の方のかわりに相談に

乗っていただいたり、町主催の勉強会や見学会の参加をお願いしております。  

 続きまして、家庭ごみの可燃ごみの収集状況についてでございます。平成２

８年度は３，１６９トン、平成２９年度は３，１８０トン、平成３０年度は３，

２６０トンで、平成２９年度から平成３０年度で約８０トン増加しております。 

 続きまして、有価物集団回収の状況についてでございます。平成２８年度は

１１１万５，４６８キログラム、そして平成２９年度は１００万３１４キログ



 

－８４－ 

ラム、そして平成３０年度は９１万７，１３６キログラムで年々減少しており

ます。  

 また、学校給食の食べ残しの状況につきましては、３小学校と１中学校の食

べ残しの合計は平成２８年度が４，５４９キログラム、平成２９年度が４，８

７６キログラム、平成３０年度が４，７６４キログラムとなっております。  

 食品ロス削減を包含してもったいない運動に取り組んではについてでござい

ますが、これにつきましては当町といたしましてごみ減量フェスタでエコクッ

キングやフードバンクを既に実施させていただいております。今後も広報活動

も含めまして、今現在させていただいている事業も含めまして、関係団体と連

絡して取り組んでまいりたいという所存でございます。  

 以上でございます。  

○議  長  

 森田君。  

○８  番  

 ありがとうございます。この一般廃棄物処理計画書によりますと２８年度は

計画より大分少なく、効果が上がってるというふうに思うんですけども、ただ

３０年度まで８０トンふえてるということでございますので、やはりもう少し。

それと事業系ごみはふえておったように記憶するんですけども、その辺のこと

はどうなっているかということ。一つね。  

 もう一つは集団回収、なぜ減ってるんでしょうか。これは団体としても町か

ら５円お金もらい、業者に売ったお金をその団体が入るわけですから、何かそ

の情報としてつかんでおられるのかということと、それと給食の食べ残しいう

のか残飯ですけども、これもほぼ横ばいに来てるんじゃないかなと思うんです

けども、この間あるところでちょっと話聞いたんですけども、やはり、これは

学校の体制の問題かわかりませんが、食育というのは私は楽しく食べることが

食育だというふうに思うんですよね。だから時間が短いんじゃないかなと。そ

ういうことも一度学校の現場の先生方と検討してほしい。徳島のあるところは

「あなた、どれぐらい食べますか」ということでそこで盛りつけをしてできる

だけ残さないようにしてる。ただつくるほうは見込み調理ですので、なかなか

そんなことはいかないと思うんですけども、その辺のことも食育については地

元食材を使うことは当たり前なんですけども、食育というのは楽しく食事する

ことだと思いますので、その辺のことは御検討をしていっていただきたい。そ

れはお願いをしておきます。  

 先ほどの件、ちょっと集団回収のことも含めて、業者の事業系ごみのことに

ついて御答弁ください。  
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○議  長  

 住民生活課長。  

○住民生活課長  

 事業系のごみにつきましては数字がふえとるということにつきましては把握

しておりますが、ちょっとその部分での原因についてはまだわからないという

状況でございます。今後調査してまいりたいと思います。  

 そして、有価物の部分でございますが、昨今インターネットとかそういう情

報系が進んでおりまして、新聞等がやはりとられる方等が少なくなってきてる

というそういう要因も少しあるのかなというふうに考えております。  

 以上でございます。  

○議  長  

 森田君。  

○８  番  

 ちょっとわからないんですけどね。事業系わからないんですか。事業系ふえ

てるのはどれぐらい。割とふえてると思うんで、計画より。事業系、計画より

ふえてるん違いますか、大分。それも町の焼却場で焼却してるんでしょ。焼却

場が非常に老朽化してるので減らすことも大事じゃないかなと思います。  

 それと集団回収についてですね、それだけですか、本当に。新聞はとってな

い。新聞だけ減ってるんですか。団体も少なくなってるんじゃないですか。  

○議  長  

 住民生活課長。  

○住民生活課長  

 団体については、若干集めておられないところの団体もございますが、団体

自身の数は減ってはおりません。  

 

「事業系は」の声あり  

 

○議  長  

 住民生活課長。  

○住民生活課長  

 事業系についてはふえてはおりません。計画よりはふえてるということでよ

ろしくお願いします。  

○議  長  

 森田君。  

○８  番  
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 あのね、私の手元の資料では中間目標の２８年度に計画では事業系ごみが１，

０６４トンだったんです。実績は１，４７５トンだったというふうに思うんで

す。これは４割もふえてるんですよ。まあ今回結構ですから。きっちり分析を

してほしい。将来の焼却場の長もち、延命をさすためにもやはり可燃性ごみを

減らさないといけないというふうに私は思います。そういうことも分析もきっ

ちりしていただきたい。それと、集団回収についてももっと積極的に取り組ん

でいただくように。これが、もしか集団回収がふえれば町の回収する量も減る

んじゃないですか、一般論として。そういうことも含めて取り組んでいただき

たいというふうに思います。  

 それでですね、先ほど３Ｒと言うたんですけど、今もっとリフューズとかリ

ペア、修理して使うとかですね、５Ｒになってきておるようですので、本当に、

今環境問題は日本だけじゃなくて、先ほど申しましたように食品ロスの問題、

プラスチック、レジ袋の有料化、それと海洋プラスチックの投棄の問題とかで

すね、やはり最後にもう一度私が提案しましたそういう具体的な運動、一つの

運動じゃなくて町全体としてそういうもったいない運動とかそういうことを実

施すべきではないかというふうに思うんですけど、最後に御答弁ください。  

○議  長  

 住民生活課長。  

○住民生活課長  

 失礼します。御指摘いただいた部分については今後検討いたしまして、そし

てまた運動につきましては、関係団体、そして関係機関等と協力して積極的に

頑張っていきたいと思います。  

 以上でございます。  

○議  長  

 森田君。  

○８  番  

 もったいない運動、ぜひとも取り組んでいただきたいというふうにお願いし

まして、私の一般質問を終わります。  

○議  長  

 それでは、森田君の一般質問をこれで終わります。  

 ここで職員が入れかわりますので、しばらくお待ちください。  

 続きまして、発言番号２番、議席番号４番、井戸君の質問を許可いたします。

井戸君。  

○４  番  

 おはようございます。令和元年初の一般質問でございます。若干緊張してお
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りますが一生懸命頑張りたいと思います。強い２番バッターとして頑張りたい

と思います。では、通告に基づきまして大きく２点について質問させていただ

きます。  

 大きく一つ目。庭から出る葉っぱなどのごみの無償化について。  

 多くの住民の方から、常に出続ける剪定した葉や枝を無料にしてほしいとい

う声を聞いています。枝は大きいものであれば無料になってございますが、小

さな枝は普通の可燃ごみに入ってございます。第４次総合計画に続き、第５次

総合計画において、平群町のまちづくりの基本として「田園の町」をうたって

おります。田園風景の広がる緑豊かな町を維持し続けるには住民の方々の協力、

庭木の維持が必要となります。実際に平群町の新興住宅地の多くが第１種低層

住宅地域に指定されており、建築面積、建蔽率や容積率は非常に低く抑えられ

ており、個々の住宅敷地内に木々を植えるなどゆったりとした庭づくりをする

ようになっています。  

 実際、建蔽率、私も昔、人口政策の提案の中で建蔽率や容積率のアップを求

めましたが、地元住民の９割の方々の同意が要るということでなかなか実現し

づらいという答弁をいただきました。今回ですけれども、建蔽率が４０、容積

率６０というのは実際考えてみますと、今はやりの真四角の２階建ての家を建

てるとするならば、実際容積率が６０なので３割になります。土地の３割を基

準に建てるようになります。残りは駐車場になってます。もしくは庭で家庭菜

園されてる方もおられますが、基本的には庭づくり、木々を植えるという形に

なっております。まちづくりの基本方針に協力している方々の負担を少しでも

少なくするべきだと思います。  

 また、有料化はそもそもごみ減量が目的であるためです。庭木の剪定から出

る葉や枝は本人のごみ減量に対する意識とは関係なく、こまめにメンテナンス

をすればそれに応じた量が出ます。葉や枝を無料化してもごみ有料化の目的を

阻害することもありません。ちなみに平群町と生駒郡の他の３町と比較すると、

斑鳩町は剪定された葉は一般の可燃ごみと区別されており、茶色の袋で４５リ

ットルの袋で２０円。一般が４５円ですから半額以下になっており、三郷町で

は無料、安堵町も無料となっています。平群町のみが一般可燃ごみとして扱っ

ています。庭のメンテナンス等で出る葉っぱなどの処理をぜひとも無償化して

いただきたいが、いかがでしょうか。  

 ちなみに平群町第５次総合計画の住宅の欄ですね。個別の欄で住宅の欄にも

きちんと書いてございます。「快適で質が高く、周辺の自然環境と調和した住宅

づくりを推進します」このように書いてございます。  

 大きく２点目でございます。こども園、小学校の流行性ウイルス、感染症対
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策のさらなる強化を。  

 子育て世代の共働きの親がふえているとともに、働く母親がふえています。

子どもの病気で仕事を休むということは職場ではなかなか言いにくい現状があ

ります。子どもが病気に感染していても小学校に行かざるを得ない、またこど

も園に預けざるを得ないということがよくあります。そもそも保護者が病院に

連れていかなければ流行性のウイルス感染をしているかどうかすらわかりませ

ん。保護者自身が感染を知らないケースや、知っていても言えないケースもあ

ります。この点は厚生労働省も把握しているようです。また、保護者のモラル

に頼るには限界もあり、家庭の事情にもより変わってきます。  

 ウイルス感染を防ぐには、担任及び施設長が感染している児童の現状をいち

早く知る必要があると考えます。知らないだけでも対策がおくれ、２次感染、

３次感染と広がっていくからです。実際厚生労働省もこの感染問題を重く見て

おり、昨年２０１８年３月に保育所における感染症対策ガイドラインの改訂版

を発表しました。題名に保育所と入っていますが、こども園はもちろん小学校

にも役立つ内容となっています。五つの感染パターン、２０以上の感染症につ

いての対策、対応方法などが記載されています。実際インフルエンザやウイル

ス性胃腸炎も頻繁に発症しています。保護者の方々の話を聞くとその話題で持

ち切りです。どこどこでうつされたであるとか、どこどこでうつったとか、あ

そこはやってるよねとか、そういう具体的な話をよく聞きます。今でももちろ

ん感染症対策はこども園、小学校の各施設でされておりますが、さらなる強化

をお願いします。  

 そこで２点質問いたします。  

 小さい一つ、現在、実際行われてる感染症対策はどのようになっているので

しょうか。  

 ２番目、専門家の意見、ハイテク技術を取り入れたさらなる感染症対策を実

施、研究していただきたいが、いかがでしょうか。  

 ちなみに保育所における感染症対策ガイドラインはこちらでございます。２

０１８年度にしております。具体的なものも２６項目。２６の感染症について

対策してございます。  

 以上でございます。ぜひとも真摯な答弁よろしくお願いいたします。  

○議  長  

 住民生活課長。  

○住民生活課長  

 それでは、井戸議員さんの１点目の御質問にお答えします。  

 本来家庭から出るごみは平等に扱うべきでございますが、現状といたしまし
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ては、庭木の剪定から出る枝については無償化をさせていただいております。

指定ごみ袋有料化をする際には廃棄物減量審議会において審議させていただい

た結果、庭木の葉は有償、枝は無償となりました。今後も同様の扱いとしてま

いりたいと考えております。  

 葉っぱを指定袋に詰めるときにも乾かしていただくことによってかさが減

り、重量も軽くなります。一工夫していただくことによってごみ減量につなが

りますので、趣旨御理解のほど賜りますようよろしくお願いします。  

 また、平成３０年５月に平群町剪定枝粉砕機貸出要綱を制定しております。

家庭から排出される枝や葉を粉砕する粉砕機を無料貸し出ししております。粉

砕した枝や葉は肥料などとして再利用でき、またごみ減量にもつながります。

ことし５月現在で７件利用されております。剪定枝粉砕機貸出については町ホ

ームページに掲載しておりますが、今後もさらなる利用拡大のために広報等に

掲載していきたいと考えております。  

 以上でございます。  

○議  長  

 井戸君。  

○４  番  

 基本的にそういう考えはないということで、粉砕機貸出、この件も納得はね、

頑張ってはるとは思うんですけども、ただ普通に考えても粉砕機でした肥料、

それ何になるんでしょうというと次の植物を植えるためですよね。結局、植物

がふえないんですよね。私も廃棄物減量審議の委員にはなっておりましたけど

も、もう既に決まったことだと思います。もちろん無償化ってなってくると町

の負担がわかるんですけども、ただ、私が言いましたように、この第５次総合

計画との整合性ですね。基本方針との矛盾が生じると思うんですけれどもいか

がでしょうかっていうのが１点。他の市町村、この行政のよくあるパターンで

すけども、他の市町村がこういう状況ですよね。無償、多くても２０円という

状況ですけれども、そこにも合わせるつもりはないのかという考え方ですね。

この１点。今の答弁ですと、一切考える気はないということなんですけども、

その辺はいかがでしょうか。この２点、再質問よろしくお願いします。  

○議  長  

 政策推進課長。  

○政策推進課長  

 井戸議員の御質問でございます。ただいま御質問いただきました庭木の剪定

等の葉っぱの処理ということと総合計画の関連性ということでございますが、

確かに総合計画というのはまちづくりの基本ということで個々細かな住民の方
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が日常生活営んでいただいておられて、そこから起因するような行政の課題と

いうのも大変重要なことやというふうに理解しておりますが、それを踏まえた

上で、かなり大局的な見地からいろんなまちづくりの政策につきまして記載を

しておるものでございます。  

 御指摘いただきましたように、快適で質が高く、周辺の自然環境と調和した

住宅づくりということでございます。そのことがイコール木を植えなだめなん

だと、その木が大きくなって葉っぱが落ちて、ほんでそれを処理をせなだめな

んだということで、なかなか直接的に起因するところっていうのがいかがなも

のなのかなというふうにはまず思っております。そういった意味で今いろんな

平群でも宅地開発なりがされて、個々の方がお家を建設されてお住まいになっ

ておられます。  

 その中で個人の方の考え方っていうのが一番大きな要因かなと思うんですけ

ども、そんなに高木で葉っぱがたくさん落ちるような木を植えずに、割と低木

なり、また芝的なものを植えられて生活されておられるというふうなお住まい

もよくお見受けしますので、そこにつきましては個々個人の考え方に起因する

ものに対して町が一律で何か制度をやっていくというのは、逆に言いましたら

そこで不公平が生まれることも考えようによっては考えられることもあります

ので、そこは今現状の個々の住宅、お住まいの方の管理の範疇で対応できてお

るのではないかなというふうに考えておるところでございます。  

○議  長  

 住民生活課長。  

○住民生活課長  

 井戸議員の再質問にお答えします。  

 平群町といたしましては、ごみ減量のそういった乾かしたり、そういう形の

いろいろなさまざまなごみを少なくしていくための形を今後も広報等で啓発等

を行ってまいりたいと思います。  

 以上でございます。  

○議  長  

 井戸君。  

○４  番  

 他市町村の違い２点を整合性とれますかという質問だったんですけども、そ

れは今の大浦課長の答弁でもう含んでるということでよろしいんですか。２点

お聞きしましたけど。  

○議  長  

 住民生活課長。  
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○住民生活課長  

 他町村の件でございますね。当町といたしましては今までどおり、今現在の

形で行っていきたいと考えております。  

○議  長  

 井戸君。  

○４  番  

 他の市町村、前回も何かのときですね、いろいろな議論されました。再利用

とかね、堆肥化。まあまあ三郷、斑鳩は進んでるということで、平群町はお金

がかかるという部分も含めてちょっと、結局場所もないということで諦めた経

緯があるんですけども、ぜひともね、これ、個々のというんですけども、今課

長もおっしゃられた個々に任せるというのがあるんですけど、かなりこの声多

いんです。一般質問としては正直地味かもしれませんけれども、物すごい多い

方から聞いてます。  

 なぜなら高齢化が進んで、木を小さくしていくんですけども、やはり今、枝

って出ましたけども、枝の小さい物にすれば、アジサイとかの枝はやっぱり有

料なんですよね。だから、そういうところもありまして、大きな木ほど枝は無

料になるんですけども、小さな枝は結局のところ葉と一緒になってしまうとい

う残念なところもございまして、本当に多くの方の声を聞いてます。それで廃

棄物減量等推進審議会、今私は入ってませんからどのようなことが話されてる

かわかりませんけれども、結局どんなに皆さんが一般の家庭ごみ、そういうも

のを減らしても庭木のごみが減ってなかったら余り意味がないのではないかと

思うんですね。メンテナンスをすればするほどお金がかかってしまう。  

 先ほどはちょっと政策推進課の課長との考え方違うんですけども、私がこれ

を読んでる限りで、いろんな表現方法を見ても、やはりですね、田園都市って

いうのはゆったりとした庭づくりっていうのを基準に置いて、言葉にも書いて

いますけれども、田園といいましても田園のことをいうてるわけではなくて、

やはり庭を広くとって庭に緑を植えるっていう形が望ましいようにここには書

いてると私は解釈しておりました。それはいいんですけれども、ぜひともです

ね、やはりこれはもうやらないと決めつけるのではなくて、ぜひいろいろなそ

ういう意見を聞いて。  

 本当にね、いろいろな意見を聞くんです。その一部を紹介、紹介というほど

でもないんですけども、いいものを言いたいんですけれども、例えばですね、

一番心配なのはそういう一般のごみに紛れさしてそういう庭ごみの区別がつか

ずに行政が混乱するっていうのが一番怖いっていうところなんですけども、そ

こで例えばですけど、ごみを少なくする意味では乾燥させた葉を透明なビニー
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ル袋に入れて出せば無料にするとか。そういうふうにすればもちろんごみ減量。

水は燃えないですから水も減らせますし。もう一つあったのが環境デーに合わ

せて回収したらどうかという話ですね。環境デーの日に合わせてすればお互い

近隣の方々の目があるので、なかなかそういう不正っていうたら大げさですけ

ども、ちゃんとした葉っぱやごみを出せるのではないかとこういう意見を聞い

ております。  

 ぜひともですね、こういうアイデア、それから皆さんの思いですね、せっか

く田園都市として平群町に緑の多い町として入ってきて、庭木をつくって剪定

してるのにかかわらず、これにお金かかるのはどうなのっていう声、本当に多

いです。ですから、そこを前向きに検討していただいてですね、減量審議会で

もいいですから、こういうアイデアも含めて一度出していただきたいと思いま

すが、これはお願いですけども、いかがでしょうか。  

○議  長  

 住民生活課長。  

○住民生活課長  

 井戸議員さんの再質問にお答えします。  

 せっかく貴重な御意見をいただきましたので、今後その辺でできる部分に関

しましては検討してまいりたいと考えております。  

 以上でございます。  

○議  長  

 井戸君。  

○４  番  

 ぜひともよろしくお願いいたします。  

 では、次の質問、よろしくお願いします。  

○議  長  

 教育委員会総務課長。  

○教育委員会総務課長  

 それでは井戸議員の２項目めの、こども園、小学校の流行性ウイルス感染症

対策のさらなる強化をについてのお答えをさせていただきます。  

 １点目の現在実際に行われている感染症対策についてのお尋ねでございます

が、具体的な対応につきましては感染症の種類により対処方法が異なりますが、

具体例といたしまして小中学校ではインフルエンザ、水ぼうそうなどの学校感

染症を児童・生徒が発症した際には学校長が出席停止の処置をとっております。

その期間は、インフルエンザの場合は発症後５日間、解熱後２日と定めており

ます。また、登校するに当たっては医療機関の記入によります学校感染症等に
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おける登校に関する意見書の提出を求めています。また、流行の兆しが見えた

場合は学校長は学校医と相談をしまして、学級閉鎖等の措置をとっております。 

 各学級には救急ボックスを配置していますので、吐瀉物が発生した場合は蔓

延を防ぐため、ゴム手袋を使い、消毒を行うなど万全の態勢で処理し、衛生管

理を行っているところでございます。  

 感染の多くは飛沫感染、経口感染のため、こども園では日ごろの保育室の清

掃、室内換気、子どもたちが遊ぶおもちゃの消毒、手洗いの励行等をこまめに

実施し、加湿器や空気清浄機で室内環境の調整を図り、保育を行っております。

しかし、感染症が発生した場合は、体調不良の園児を保護者がお迎えに来られ

るまで保健室でお預かりをしております。  

 いずれにいたしましても、学校、園生活の中では子どもたちに対し、手洗い

の徹底、そしてマスク等の装着、消毒などの指導、日々の衛生管理の徹底を行

い、症状により適切な対応を行っているところでございます。  

 次に、２点目の専門家の意見、ハイテク技術を取り入れたさらなる感染症対

策をとのお尋ねでございますが、まず専門家に関しては、こども園では看護師

または保健師を、小中学校におきましては養護教諭を配置をしております。こ

ども園及び保育園に正職の専門職が配置している自治体は広域７カ町では平群

町のみでございます。あわせまして、各校・園の保健衛生に関する業務に関し

ましては町内の医療機関から学校医を委嘱しており、必要に応じて専門的な見

地から相談や対処方法等につきまして御意見をいただいております。  

 次に、ハイテク技術を取り入れた対策につきましては具体的にどのようなも

のを想定しておられるのかわかりませんが、一般的にハイテク技術は機械的な

装置の設置、運用のことかと思いますが、新たな導入費用や維持管理費の負担

などが発生するためそのような対応は考えておりません。  

 学校感染症の情報共有に関しましては、日本学校保健会が運用する感染症情

報収集システム（サーベイランス）を活用しています。このシステムにより、

こども園及び小中学校の感染症欠席者の状況を校、園、町教育委員会、県教育

委員会、保健所が共有をしております。基本的に管理職が毎日情報を入力して

いるため県下の感染症の発生状況を把握し、インフルエンザの流行時には特に

注視し、情報を活用しております。  

 以上のようなことから感染症対策に関しましては、引き続き、学校保健安全

法等の定めに従い、対応を徹底するとともに、子どもたちへは日々の衛生管理

に指導の徹底、また保護者の皆様方へは感染症対策への周知や御理解、御協力

をお願いするなど、従来より実施しておりますさまざまな感染症対策を各校・

園と教育委員会、関係機関とで連携を図ってまいりたいとこのように考えてお
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るところでございます。  

 以上でございます。  

○議  長  

 井戸君。  

○４  番  

 一生懸命頑張ってられてるっていうのは私も存じ上げてるんですけれども、

そうですね、まずいろいろ頑張ってられるのはわかるんですけども、やっぱり

集団生活ということで、実際厚生労働省のこのところにも書いてございます。

基本的には、ちょっと悲しいガイドラインなんですけども、もちろん手洗いの

仕方とかも書いてますけども、ちょっと私自身が悲しかったのはマスクなどの

着用のエチケットを確実にすることだとか、あとは隔離すること。これ、結構

できない子も多いんですけども、３歳以上はマスクなどができるのでっていう

のも書いています。ですから、厚生労働省としてもこれ、答えがないのかなと

いうところを感じております。  

 実際、私、よくいろんな方々とお話する中で出てくるのが特にこの１０連休

ですね。令和の１０連休ございました。私もびっくりしたんですけども、私の

娘も胃腸炎か何かで調子が悪く、私自身１０連休を看病に費やしたわけですけ

ども、それで普通にお母さん方とお話してる中で出てきたのが、いや私の娘も

感染したのよ、私もよ、私もよってなってですね、お母さんも物すごい感染し

ててびっくりしたんですね。そんなに感染してたのっていう。ていうぐらい驚

いた、雑談の中で話がたまたま出てまいりまして、それは実際ノロだったかロ

タだったかちょっと覚えてないですけども、実際ちょっとここでお聞きしたい

んですけども、小学校、こども園で今ですね、どのようなまず感染のウイルス

ですね、はやっているといいますか、そういうものがあるのか。もしお答えで

きればよろしくお願いします。  

○議  長  

 教育委員会総務課長。  

○教育委員会総務課長  

 ただいまの再質問にお答えをさせていただきます。  

 今現在こども園のほうではやっておりますのは、アデノウイルスが感染して

おります。  

○議  長  

 井戸君。  

○４  番  

 今っていうか、これまででもよかったんですけども、ざっくりとですね、私
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も厚生労働省で出してるラインを見てですね、はやってるものですね、この２

６項目のうち、今の溶連菌の話であったり、ウイルス性ノロ、ロタ、ＲＳウイ

ルスだったり、皆口コミ等で、風疹はない、水ぼうそうであるとか、インフル

エンザが一番多いんですけども、ありました。これで私は注目いたしまして、

厚生労働省が、今回せっかくですので、これをお借りしまして、感染経路別対

策ということで、五つの感染経路を出しております。皆さんも御存じだと思い

ますけど、一応述べさせてもらいますと、飛沫感染ですね。くしゃみとかが直

接飛んでっていうのが一つ。二つが空気感染。飛沫核感染といいまして、これ

がいったん出たものが床とかに落ちて消毒されないままほかの子どもが口にし

てしまうっていうとか息から吸ってしまう、目に入ってしまう。２メートル以

内に限られていないということですね。接触感染等々ございます。ほかの経口

感染や血液媒介感染はおいときまして、今回飛沫感染とさっきの空気感染です

ね。これについて、私としてはまださらなる対策ができるのではないかと考え

てみました。  

 というわけでその提案をしたいのですけども、その前に一つちょっと質問し

たいんですけれども、小学校とこども園のエアコンにはそもそも空気清浄機は

ついているのでしょうか。ちょっと確認させていただきます。  

○議  長  

 教育委員会総務課長。  

○教育委員会総務課長  

 お答えをさせていただきます。  

 エアコンにつきましては、今、南小学校、中学校、今現在工事中でございま

す。もうしばらくしますと、南小学校にエアコンが６月の末までに設置をされ

ることになっております。  

 現状でございますが、空気清浄機はついておるかということですね。実際に

ちょっと私も確認はしておりませんけれども、ついておるような気はいたしま

す。明確に御答弁できないのは申しわけないということで思っておりますけれ

ども。  

 以上でございます。  

○議  長  

 井戸君。  

○４  番  

 今答弁でありましたけれども、こども園のほうはついているという話は聞い

ております。ちょっと小学校もね、これからということなので、ぜひお願いし

たいんですけども、ただそこでちょっと心配なのが、やはりですね、こういう
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飛沫感染はまず空気清浄機が一番になってくるんですけれども、この時期、春

とか秋っていうのはエアコンも稼働してないんですけども、この間はどのよう

に、ハイテク技術っていうほどでもないんですけども、空気清浄機が稼働して

るのかどうかがちょっと確認したかったので、先ほどの質問させてもらいまし

た。そこ、よろしくお願いします。  

○議  長  

 教育委員会総務課長。  

○教育委員会総務課長  

 御質問にお答えさせていただきます。  

 そうですね、保育室におきましては、先ほども御答弁させていただきました

ように、清掃の徹底でありますとか、室内の換気を徹底しておるというような

こともありますし、常に手洗いの励行はこまめに実施をしておるという状況で

対応させていただいております。  

○議  長  

 教育委員会総務課長。  

○教育委員会総務課長  

 空気清浄機の設置でございますが、高価な物ではございませんけれども、部

分部分で設置はしております。  

○議  長  

 井戸君。  

○４  番  

 私もね、クーラー、エアコンですね、エアコンがついてないときは空気清浄

機が動かないのかなとちょっと思っていたんですけども、別で空気清浄機ある

ということですけれども、ここから提案したいと思いますけど、まずですね、

空気清浄機の数ですね。やはり見えるところ、入り口のところ、ここをぜひと

も、それもハイクオリティのものを多数設置したらどうかと提案でございます。

これはですね、換気っていうのがここの厚生労働省にも書かれておりますけど

も、換気できない部屋もございますよね。実際、特に小学校といいましたが学

童も心配ですし、こども園も今いっぱいいっぱいの状態で、特に換気のできな

い部屋もございます。頻繁に換気できるのかってそういうわけにも、今後暑く

なってくるとできませんし、難しいので、ぜひともですね、あくまでも要望と

してですけれども、前向きに検討していただきたいのは、まず空気清浄機です

ね。もう大量に、大量にですね、導入していただきたいと。  

 実際どれぐらいのお金がかかるかということなんですけれども、私もちょっ

と専門的な方にお聞きしたところ、例えば１０万円のものであれば大量購入に
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よって業者価格として半額ぐらいになります。１０万円ぐらいのものですと５

万円というふうになりますと、１００台で、１００台はないでしょうけども、

数十台でも普通に１００万、２００万で済むということがあります。ぜひとも

これは、経済的損失すらも掲げられておりますので、職員が休めば平群町もダ

メージを受けます。そういう意味でよろしくお願いしたいというのが一つ。  

 もう一つですけども、海外の感染からを防ぐために空港等でやってございま

す赤外線サーモグラフィーですね。ぱっとカメラで写せば出てくると。空港等

では導入されています。昔は高かったんですけれども、これが思いのほか安い

と。安くなってるということで、二、三十万あればつけれるものとなってござ

います。実際、じゃあ空港ですることというので、こんな保育園でこども園で

っていうのはどうか、小学校でどうかっていうのがあったんですけども、実際

導入事例がございまして、お隣の大阪府松原市の幼稚園ですね。ここは大型幼

稚園なんですけども、１０年前からもう既に導入されておりまして、３７度以

上の児童がカメラの前を通ると警報アラームが鳴って、園長先生なり担任の先

生がですね、駆けつけて大丈夫か見ると。  

 少なくともこれですとですね、コストも安いですし、この園は大きな園です

けども、幼稚園内に３カ所カメラを設置してございます。これによって早期発

見、チェックができ、担任の先生としても先に様子を見ながら、こども園なら

ば保育室に連れていくパターンをつくれると。小学校であれば、今回中学校は

外さしてもらいましたけども中学生は自分で言えるということなので、小学生

ならば、そうですね、低学年であればちょっとわかりづらい。自分でも言いに

くいっていう部分もありますので、設置すれば担任の先生も含めていろんな部

分で効果が少しでも期待できるのではないかということです。あくまでも一般

質問ではハイテクと言いましたけども、１０年前から導入されてて安なってい

ますので、ハイテクというほどでもないんですけども、ぜひとも平群町も安く

なっている今ですね、こういう、現場も助かりますし、ひいてはそういう２次

感染、３次感染の親御さんも救えますので、ぜひともその辺をお願いしたいと

思いますが、前向きに検討していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 

○議  長  

 教育委員会総務課長。  

○教育委員会総務課長  

 御質問にお答えをさせていただきます。  

 まず１点目の空気清浄機を多数設置してはどうかということでございますけ

れども、貴重な御意見でございます。現在設置しております空気清浄機の数を

まず把握をしましてですね、特に学校長とも相談もしていかなければならない
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と思いますし、これに設置に当たっては予算が伴ってまいりますので、財政協

議も必要ということになりますので、今後の検討課題とさせていただきます。  

 それと２点目の議員お述べのサーモグラフィー的なものかなと思いますけれ

ども、これにつきましても議員からの貴重な御提案として受けとめさせていた

だきます。  

 以上でございます。  

○議  長  

 井戸君。  

○４  番  

 財政ね、安いとはいえ伴うものですので、じっくり研究していただいて。前

向きな答弁いただきましたので、またよろしくお願いします。  

 一つこれもアイデアなんですけども、小学校としては防災絡みで避難所にな

ってございますので、あそこもできればですけども、防災絡みでのそういう空

気清浄機、いけるかどうかわからないですけども、要は被災したときの感染症

対策という意味では防災に合致するのではないかと思いますのでですね、そう

いう意味では避難所とされてる小学校では補助金なり交付税算入見込めるので

はないかと。防災となればかなりの金額が下りてまいりますので、そういうこ

とも検討をしていただきたいなと思います。  

 私の一般質問はこれで終わります。  

○議  長  

 それでは、井戸君の一般質問をこれで終わります。  

 １０時５０分まで休憩いたします。  

（ブー）  

休    憩  （午前１０時３３分）  

 

再    開  （午前１０時５０分）  

 

○議  長  

 それでは、休憩前に引き続き再開いたします。  

（ブー）  

○議  長  

 発言番号３番、議席番号１２番、馬本君の質問を許可いたします。馬本君。  

○１２番  

 議長の許可を得ましたので、通告によりまして大きく４点について質問させ

ていただきます。行政側におかれましては簡単で明確な御答弁をひとつよろし
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くお願いいたします。  

 まず１点目、信貴山地区児童生徒通学費助成金交付要綱についてでございま

す。  

 要綱は、平群南小学校及び平群中学校へ公共の交通機関の近鉄信貴山下駅か

ら信貴山の区間を運行する路線バスを利用して通学する生徒の保護者に対し、

通学定期代金の５０％を助成金交付し、保護者の負担軽減をする目的で制定を

されております。今年度予算では対象者が小学生５人、中学生１人の計６人で

９万３，０００円が計上されております。  

 そこでお聞きをいたします。  

 まず１点目、平成２１年度から平成３０年度１０年間の予算と決算の推移を

見ますと、平成２１年度から平成２３年度の３年間は全額不執行であります。

平成２４年度から２７年度の４年間は約７０％執行、平成２８年度から３０年

度の３年間は全額不執行であります。１０年間のうち６年間が全額不執行であ

りました。申請時において保護者、学校など協議されていると思いますので、

過去の協議内容と対応策の報告をお願いいたします。  

 また、今年度は４月１日の施行であり、交付申請をされておられるかどうで

すか。お聞きをいたします。  

 ２点目、町道西山麓線、旧の西和広域農道の先線計画についてであります。

西和広域農道は本町の基幹産業の農業の生産規模拡大と農産物の流通合理化を

図る目的で、昭和５８年から平成１５年度まで約２０年間かけて平群町鳴川か

ら県道信貴山線までの延長８．２２キロメートル、幅員７メートルの道路整備

がされました。典型的な都市型農道とも言われております。また、平成１６年

４月に町道認定し、全線供用も開始をされました。  

 南は三郷町の県道信貴山線に接続しておりますが、北は狭隘で曲がりくねっ

た町道鳴川路線に接触するため、町は長年にわたり拡幅に努力をされてきまし

たが、現在も見通しが立っておりません。あくまでも鳴川路線は西和広域農道

の接続線であります。現在西和広域農道は農業の生産規模拡大と農産物流通合

理化に大いに利用されております。また、平成１７年度に開場いたしました野

菊の里斎場、そして平成２７年度に生駒市も野菊の里斎場は利用されるように

なりました。特に朝夕の通勤車両や昼間の通過交通など年々交通量も増加して

おります。将来のまちづくりとして鳴川大橋から生駒市の奈良西幹線に接続す

ることが平群町にとって重要な道路計画と考え、西和広域農道の先線計画につ

いて、平成１９年３月議会で一般質問をしてきました。  

 事業部長は「当時、生駒市も含め広域農道の計画もありましたが、生駒市領

に農振農用地がなく、事業趣旨に合わず広域農道事業として適合しなかったた
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め鳴川地区で止まっています」との御答弁。また「先線事業については生駒市

と調整も必要であります。現時点では厳しい状況でありますが、平群町の都市

計画マスタープランの中で西和広域農道につきましては広域幹線道路と位置づ

けされております。さらに沿道の土地利用計画においても観光交流ゾーンの拠

点を設けており、町の循環道路として、また観光産業の発展においても重要な

路線であります。生駒市側への先線事業は平群にとっては大きなメリットがあ

ると認識しております。広域農道の先線計画についてはしばらく時間をいただ

く中で生駒市も含め、関係機関とルート、事業、手法など研究してまいります」

と御答弁をいただきました。  

 そこで１１年間の進捗状況と今後の取り組みについてお答えをよろしくお願

い申し上げます。  

 ３点目でございます。平群町人権交流センター移転に伴う新施設の運営につ

いてであります。現在の中央公民館と人権交流センターは約４０年以上が経過

した老朽化した施設で、両施設は未耐震施設であります。そして、手狭なあす

のす平群など、３公共施設を廃止し、新たな３機能を集約した複合施設として

現在、文化センター、来年春オープン予定で建設中であります。  

 平成２８年１１月１８日に現人権交流センター廃止の件について町から諮問

をされました。人権交流センター運営審議会が開催をされたわけでございます。

審議会の結果、「人権交流センターは存続してほしいが、未耐震で老朽化した施

設であり、廃館はやむを得ない。しかし、集約化した新施設に現人権交流セン

ターを組み入れる町の計画は賛同できますと考えております」と。「現施設利用

者の利便性確保の対策が必要と考え、今後は近隣施設の若井集会所の増築も含

め、可能な限り地元の意見反映に努める必要があります。廃館に当たっては、

地元と可能な限り覚書などの文書で明確化すべきである。最後にセンターの廃

館について、廃館により人権施策が後退することないように行政として責任あ

る対応をお願いします」との内容で町長のほうへ答申がされました。その後、

平成２９年２月２４日に平群町長と若井総代との覚書が交わされました。  

 その覚書の内容といたしましては、１、人権交流センターは文化センター供

用開始後に廃止、撤去する。２、人権交流センターの骨幹となる人権施策・人

権啓発機能は文化センターへ引き継ぐ、３、人権交流センター廃止後は現利用

者の利便性を確保することを基本に、各事業の実施場所は若井集会所の増築も

含め、可能な限り地元の意見反映に努める。四つ目、人権交流センターが持つ

避難所等の防災機能は廃止するまでの間、他所に位置づけを行うなどが合意さ

れました。  

 そこで、お尋ねをいたします。  
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 １点目、人権交流センターは文化センター供用開始後に廃止、撤去するとの

ことでありますが、撤去費用は何年度に計上される予定ですか。  

 ２点目、人権交流センターの骨幹となる人権施策、人権啓発機能は文化セン

ターへ引き継ぐとのことですが、事業名を具体的にお答えください。  

 三つ目、人権交流センター廃止後は、現利用者の利便性を確保することを基

本に各種事業の実施場所は若井集会所の増築も含め、可能な限り地元の意見反

映に努めるということでございますが、各事業の実施場所はどこら辺ですか。  

 ４番目、人権交流センターが持つ避難所の防災機能は廃止するまでの間に他

所に位置づけを行うとの他所の避難所とはどこですか。  

 ５点目、若井集会所を活用して運営するとなれば、職員配置と休館日をどの

ように考えておられますか。  

 六つ目、人権交流センターに配置されている若井の放送施設の移転先は。  

 七つ目、人権交流センターに設置されている防災無線支局の移転先は。  

 ８番目、人権交流センターの生駒南地区保護司サポートセンターの移転先は。 

 以上よろしく御答弁のほどお願いいたします。  

 続きまして、４点目でございます。公共交通空白地域の解消を。  

 移動手段を持たない住民や運転免許証の自主返納者、更新できなかった高齢

者など移動困難者が増加しております。住んでよかったと思っていただける地

域を創出するために公共交通網の整備は緊急課題であり、完全自由型、自宅か

ら目的地、目的地から自宅の、自家用デマンド型公共交通を導入し、コミバス

の並行運行をすべきと定例議会ごとに提案をしてまいりました。  

 基本は利用者が求めている地域公共交通ではなくてはなりません。速やかに

具体化すべきと考えます。３月議会の答弁は「デマンド交通導入の可能性につ

いてバス並びにタクシー事業者と意見交換をしました。バス事業者は既存の路

線バスとの影響等を考えています」と。「また、タクシー事業者は三郷町の利用

形態はメーター方式から貸し切り方式に変更しました。今後平群町がデマンド

交通導入とすれば利用料金の設定と登録資格者条件が重要であるなどとの指導

を受けてきました」と報告されました。町長は「デマンド型交通の住民要望が

あることは認識しております。導入に向けて前向きに検討することは変わって

おりません。再度、交通事業者や関係機関の協議、検討を行う」と、「また、財

政状況に考慮し、住民に住んで喜んでいただける公共交通を提案してまいりま

す」という御答弁もいただいております。  

 そこで、平成３０年度の三郷町のデマンドタクシーの実績。平成３１年度４

月現在では三郷町では登録者は約７，０００人、人口の約３３％と。平群町と

のコミバスとの実績比較をさせていただきます。  
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 １番目、利用者は三郷町のデマンドタクシー、１年間に２万３，５１４人。

平群町ではコミバス、２万７６３人。デマンドタクシーのほうが２，７５１人

多く利用されております。２番目、運行経費の町負担では三郷町のデマンドタ

クシー運行経費はタクシー費用、オペレーター費用、システム使用料、乗降場

賃貸料、合計含めまして約２，１９０万円でありますが、約８００万円の運賃

収入があり、実質三郷町負担額は約１，３９０万であります。平群町のコミバ

ス運行経費はバス委託料が約２，１８０万円ですが、そのうち約１７０万円の

運賃収入があります。実質平群町の負担額は約２，０１０万円であります。平

群町負担額は三郷町よりも約６２０万円も多く経費がかかっております。１人

当たりの町負担額では、三郷町のデマンドタクシーがお一人利用されると５９

１円町が持っておられます。平群町のコミバスがお一人利用されますと９６９

円。コミバスのほうが３７８円も平群町は多く負担をしております。  

 ２番目、１年間の運行日数では三郷町のデマンドタクシーが２９２日運行さ

れ、平群町のコミバスは２４４日でデマンドタクシーのほうが４８日間も多く

住民のために運行されております。デマンド交通とコミバスの比較検証の結果、

デマンド交通のほうが運行日数、利用者数、運行経費の町負担額、利用者１人

当たりの町負担額など勝っております。多くの住民要望があるデマンド交通こ

そが地域公共交通の空白地域解消の施策であると私は立証されます。  

 そこで質問させていただきます。  

 １、三郷町のデマンド交通の検証結果についてどのように平群町は認識され

ておりますか。  

 ２番目、具体的に取り組む場合は、町が再度交通事業者や関係機関と協議、

検討を行うと答弁されました。その後、協議されたと聞いております。よって、

デマンド型公共交通導入を決意されたと私は理解してよろしいですか。  

 以上４点について、よろしく御答弁のほどお願いいたします。  

○議  長  

 教育委員会総務課長。  

○教育委員会総務課長  

 それでは、馬本議員の大きな１項目めの信貴山地区児童生徒通学費助成金交

付要綱についてお答えをさせていただきます。  

 １点目の通学費助成金不執行における過去の保護者や学校との協議内容、対

応策についての御質問ですが、まず本助成制度は信貴山地区の児童・生徒が信

貴山から信貴山下駅までの通学に路線バスを利用する場合、その通学定期代の

２分の１を助成するという制度でございます。  

 議員御指摘の１０年間のうち６年間が不執行となっております原因について
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でございますが、平成２４年度から平成２７年度までは利用実績がありますが、

平成２７年当時信貴山から出発する朝の時間帯のバスが午前７時８分とかなり

早く、次のバスの時間が７時５１分と逆に時間が遅く、また信貴山下駅の近鉄

電車との乗り継ぎ時間があくため、子どもたちにとって負担が大きく実質的に

通学にバスを利用できない状況となっております。このことから保護者が自家

用車で送迎しておられ、助成申請が出されていませんでした。  

 また、過去の協議内容につきましては、平成２７年３月２０日付で信貴山地

区の児童保護者名で信貴山地区児童の登校改善という趣旨で、登校時にコミュ

ニティバスの運行や小学生の朝の登校改善を求める内容の要望書が町に提出を

されました。町からは平成２７年４月１５日付で要望書の回答を行っておりま

す。回答内容としましては、信貴山地区の登校改善のためのコミュニティバス

の運行は町全体のコミュニティバスの運行形態に大幅な変更を生じることから

困難であります。遅い時間帯のバス、電車による通学でおくれが生じても学校

は遅刻扱いとせず、学校側で柔軟に対応する旨の回答をさせていただいており

ます。  

 次に、対応策につきましては、現在のところ、民間の公共交通であることや

コミュニティバス等の運行も困難であることなど制約が多い状況ではあります

が、まず第１の課題であります路線バスの朝の運行時刻の改善ができないか、

再度奈良交通へ確認を行ってまいりたいと考えておりますので、御理解いただ

きますようお願いいたします。  

 ２点目の今年度の交付申請の状況につきましては、現在のところ申請はござ

いません。  

 以上でございます。  

○議  長  

 馬本君。  

○１２番  

 結論的に言うて対応策は今後、奈良交通さんともう１回お話をさせていただ

こうと。ダイヤの関係でね。もしも私がきょうこのようなところで一般質問し

てなかったら、そのままずうっとこのままやったんちゃうの。ということが想

定されるわけ。なぜ信貴山地区児童生徒通学費助成金交付要綱ができたのか。

この目的をどれだけ重要視されたか、教育委員会は。非常にわしは疑問を持つ

わけでございます。この１０年間の予算並びに決算を見ますと、不執行が６年

も続き、また今年度平成３１年度についても申請がない。ということは、予算、

決算をどのような計上の仕方しておるかということに非常に地域の方も御不満

持つでしょう。  
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 今後の対策としては、それが一番早い先決方法でございますが、奈良交通に

ダイヤの改正等を申し出をさせていただくと。再度とおっしゃいましたけど、

その前はいつごろされたんですか。  

○議  長  

 教育委員会総務課長。  

○教育委員会総務課長  

 御質問にお答えをさせていただきます。  

 奈良交通との話し合いは行っておりません。  

○議  長  

 馬本君。  

○１２番  

 たしか、テープ聞いたらわかるけど、再度というお言葉あったような感じし

ましてんけど、まあまあよろしいですよ。行っていなかったいうと、もう一つ

悪いということになりますんで。  

 ここね、一番僕ね、町長、ここ大事なことはね、予算と決算なんですよ。予

算は一応見積もりですよ。けども単年度主義でございますんで、財政厳しい折

に９万３，０００円というお金でございますが、そのお金の問題より、助成要

綱って何やろなというふうに私は疑問視するわけでございます。町長、予算と

いうのは決算ありますんでね、そこら辺はちゃんとチェック、担当者はお願い

したいなというふうに思いますけども、そこで、奈良交通さんと今後調整をい

ろいろ協議していただくということで対応策を考えてるということで御答弁い

ただいたわけでございますが、ちょっとお聞きしますけども、そこまでそのバ

ス使われへんかったらこの要綱はスタンバイ、凍結ですか。のような形になり

ますんでね。その点どういう対応策をまず考えておられるかということ。よろ

しくお願いします。  

○議  長  

 教育委員会総務課長。  

○教育委員会総務課長  

 お答えをさせていただきます。  

 バスが使えない状態でその対応策という御質問であろうかと思いますけれど

も、なかなか御指摘のとおり、予算計上する際に実態に基づく予算執行のチェ

ックが甘かったといいますか、十分に行き届いてなかったというのは事実でご

ざいます。その点は反省しなければならないということでございます。ここで

具体的なその対応策につきましては、これからいろいろ調査研究もしてまいり

たいと思いますので、今ここでどうするということは控えさせていただきたい
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と思います。  

○議  長  

 馬本君。  

○１２番  

 控えさせていただきたいというより、控える必要はないねんで、ほんまは。

予算要綱あるんやから執行しやんなあかんねんで。そやからもう過去の話はい

いよ。３１年度については予算計上されてるから、この予算は。これについて

は執行せねばならない。そやから答え控えさせてもらうって、それちゃうの。

執行するように何とか頑張りますという言葉やったらようわかるけどね。  

 そこで、僕、個人的な一つの案。これ、いろいろ見てんけどね、この要綱で

きてんのは平群町では信貴山だけやな、これ。この要綱がでけてんの。そこで

いろいろ、そら、いろんな考えあると思うけども、僕の一つの案として、案で

すよ、これ。執行しなさいって言ってないよ。要するに地域の方に見合ったダ

イヤ改正がされるまで、までですよ、現在保護者は信貴山下まで送っていって

はると思う。やっぱりそれに対するその対応策として、保護者に対して定期代

の２分の１の金額をこれ助成すべきやなというふうな考えも持ってるのやけ

ど。  

 ほんで、よその小学校とかいろんなバランスあるでしょというお考えも持っ

ておられるか知らんけど、よその小学校のこれの通学については一切この要綱

あらへん。なぜ信貴山にでけたかや。よその小学校には個々で送っておいでに

なる。バス乗って行ってはる児童もいてはるみたいやけど、個々でやったはる

みたいやけど、この要綱があれへんわけや。僕はバランスとれてるとかとれて

ないとかそんなん言う、ナンセンスな話や。まずこれを執行せねば。自分とこ、

つくった要綱やからな。こら議会の議決ちゃうんやから。要綱は自分らでつく

るんやから。そやから２分の１、助成したらどうやろう、保護者に対してね。

定期代の２分の１助成してはどうやろというふうな一応考えを持ってんのやけ

どな。ダイヤが改正されるまでですよ。そこら辺の見解はどうですか。  

○議  長  

 教育委員会総務課長。  

○教育委員会総務課長  

 お答えさせていただきます。  

 議員から貴重な御意見をいただきましたので、早急に調査研究のほうしてま

いりたいと思います。  

○議  長  

 馬本君。  
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○１２番  

 今、貴重なる意見ということで、早期調査研究してまいりますとおっしゃっ

ていただきましたんで、信貴山の子どもたちのために早期に調査研究してくだ

さい。ひとつこの場所をもってお願いをしておきます。お願いというより執行

をしてくださいということだけお願いをしておきます。この件につきましては

これで結構でございます。  

○議  長  

 都市建設課長。  

○都市建設課長  

 ２項目めについてお答えします。  

 町道西山麓線の先線計画については平成１９年３月議会で当時、本町が答弁

した当該山麓線の先線計画の必要性や重要性については現在も変わっておりま

せん。むしろ、議員がお述べのように農産物の流通、野菊の里斎場の利用、朝

夕の通勤時など交通量も増加傾向にあり、当該路線は本町における主要幹線道

路であると認識をしております。当該路線の先線計画については、整備区間が

生駒市ということもあり、具体的な進捗や取り組みを行えなかったのが現状で

ございます。  

 しかし、先線計画については本町や生駒市、三郷町のみならず、県北西部の

さらなる道路ネットワークの構築、国道１６８号奈良西幹線の渋滞緩和や緊急

避難、輸送道路などさまざまな効果が期待できると考えており、今後について

は、まず事務者レベルで生駒市、三郷町と個別の協議を深めていく中で奈良県

と２市４町で構成する郡山土木協議会等を活用し、ルートや効果の検証、事業

手法などを研究し、本町の総合計画や都市計画マスタープランに位置づけてま

いりたいと考えております。  

 以上でございます。  

○議  長  

 馬本君。  

○１２番  

 この一般質問につきましては、町道西山麓線が非常に先線計画が平群町にと

って重要性を再度確認、認識していただいたということは私は評価をしており

ます。今後は事務者レベルということで協議をしていただくということで、早

急に関係団体と協議をお願いしたいというふうに、よろしくこっちのほうから

お願いを申し上げます。  

 この事業は平群町のみでなく、生駒市との事業実現のために長期間、私は要

するんじゃないかなというふうにも思っております。今後、私は一定期間おき
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ましてから進捗状況等、一般質問またさしていただきますんで、長期な事業に

なると思いますけども、担当職員の方、またよろしくお願いしたいなと、町長

におきましてもよろしくお願いしたいなというふうに思っておりますんで、進

捗状況については今言いましたように、一定期間置いてからまた一般質問させ

ていただきますんで、その点ひとつよろしくお願いを申し上げます。  

 この件についてはこれで結構でございます。  

○議  長  

 教育委員会総務課参事。  

○教育委員会総務課参事  

 それでは、馬本議員御質問の大きな三つ目、平群町人権交流センター施設廃

止後の運営についてお答えいたします。なお、４点目の人権交流センター廃止

後の避難所についてと７点目の人権交流センターの防災無線子局の移転先、８

点目の生駒南地区保護司会の活動場所については総務防災課より答弁させてい

ただきます。  

 まず１点目、人権交流センターの撤去費用の予算計上の時期についてお答え

いたします。（仮称）文化センター・図書館建設事業は、議員御質問のように二

つの公共施設の機能集約と図書館とを統合した複合施設であり、整備に当たり、

有利な地方財政対策を活用しています。その留意事項として「既存施設の廃止

が集約化又は複合化による統合後の施設の供用開始から５年以内に行われるこ

とが必要」とされており、来年春の供用開始を見据え、令和元年度当初予算に

おいて３施設の解体の設計費を計上しております。また、解体撤去費について

は地元の皆様の意見調整も踏まえ、供用開始後５年以内のできるだけ早い時期

に計上したいと考えております。  

 次に、２点目の文化センターへ引き継ぐ事業と３点目の若井集会所で行う事

業について、あわせてお答えいたします。  

 現在、人権交流センターでは一つ、相談事業、二つ、地域交流促進事業、三

つ、啓発事業、四つ、短期教室、五つ、地域交流活動、六つ、ふれあい活動、

七つ、貸館事業の大きく七つの事業を行っています。  

 （仮称）文化センターへ引き継ぐ事業としては、三つ目の啓発活動として行

っている人権の集いを引き続き開催し、参加者に人権意識の向上と啓発を促し

てまいります。次いで、四つ目の短期教室として開催している干支づくりやヨ

ガ体操などを行い、住民の教養向上を図り、共通の趣味を通して住民同士のふ

れあい交流を図ってまいります。  

 また、若井集会所へ移行する事業としては五つ目の地域交流活動として行っ

ている平群人権生活学校を開催し、地域のふれあい交流を行うもの、そして七
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つ目で貸館事業として行っているカラオケクラブやなかよしクラブ、小地域ネ

ットワークの利用を予定していますが、実施に当たっては覚書に基づき、可能

な限り地元の意見反映に努めたいと考えております。  

 なお、現在行っている事業で、一つ目の相談事業は件数の減少や専門的な内

容もあることから政策推進課で行っている法律相談、行政相談、また総務防災

課で行っている人権相談を利用していただくことを考えております。  

 二つ目の地域交流促進事業のうち子ども習字教室、子どもそろばん教室は教

室の継続も含めて検討してまいります。また、子どもふれあい教室については、

子どもたちの地域活動とふれあい交流促進のため実施しているものですが、利

用人数の実績も踏まえて、学校での受け皿も検討してまいります。  

 六つ目のふれあい活動については、こども園、小学校等が主体となって人権

ふれあい連絡会としてふれあい交流活動をしながら子どもたちが明るく元気に

学校生活を過ごすことを願い、実施していますが、子ども園、小中学校で組織

する町人教（平群町人権教育研究会）の取り組み内容と同様であることから、

接点を見つけ、幅広く人権教育にかかわっていきたいと考えております。  

 以上、ただいま申し上げましたことにつきましては、人権交流センター運営

審議会でも議論を行ってまいりたいと考えております。  

 ５点目の若井集会所の職員配置と休館日ですが、集会所へ移行する事業をど

のように行うのか、実施回数はどうするのかなど人事担当も含めた上で検討し

てまいります。  

 ６点目の若井大字の放送設備の移転先については若井集会所が適切と考えて

おります。  

 以上でございます。  

○議  長  

 総務防災課長。  

○総務防災課長  

 それでは、総務防災課のほうから４点目、７点目、８点目の質問についてお

答えさせていただきます。  

 ４点目の人権交流センターの避難所代替の御質問についてお答えさせていた

だきます。人権交流センターの廃館に伴う代替施設につきましてはプリズムへ

ぐりを検討しております。なお、避難所を変更するためには代替施設の防災拠

点機能の変更に加え、住民周知が重要になるため、本年度におきまして避難所

の変更を含む地域防災計画の見直しを行い、新たな防災ハザードマップを作成

し、住民の方への周知に努めてまいります。  

 ７点目の防災無線子局の移転先はの御質問についてお答えをさせていただき
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ます。現在、防災行政無線デジタル化整備工事を進めており、人権交流センタ

ーに設置されています既存防災行政無線アナログ子局につきましては撤去の予

定となっております。また、新設されます防災行政無線デジタル化子局につき

ましては、人権交流センター南側の公園内に設置を完了しておりますが、供用

は開始、まだしておりません。  

 それから８点目の人権交流センターが生駒南地区保護司会が地域で行う更生

保護活動の拠点、更生保護サポートセンターとなっているが、廃館後はどうな

るのかということの御質問についてお答えさせていただきます。更生保護サポ

ートセンターは不幸にも過ちを犯してしまった人々の立ち直りを支援する更生

保護施設として生駒南地区保護司会により人権交流センター内に開所されたも

のであります。このサポートセンターでは更生保護だけでなく、犯罪の未然防

止や家庭内暴力、少年非行などの相談も行っているものであり、この施設の果

たす役割を十分理解し、人権交流センター閉館後においても生駒南地区の会長、

役員の方々と相談しながら郡内の他町の施設で開所していただきますようにと

思っております。  

 以上であります。  

○議  長  

 馬本君。  

○１２番  

 まず１点目につきまして、施設どうするんやということで、撤去するという

ことで、今年度は３施設の解体設計費が計上され、解体工事は５年以内にでき

るようにやりますと、早い時期にやりますという御答弁でございました。それ

はそれで結構です。  

 ここで大事な覚書の確認しておきたいんですけど、覚書には「現利用者の利

便性を確保することを基本に各種事業の実施場所は若井集会所の増築も含め、

可能な限り地元の意見反映に努める」。若井集会所は人権交流センター事業の一

時的な使用であると認識しておりますが、その認識でよろしいですか。若井の

集会所は一時的な使用施設ですよという認識でよろしいですかと。再度御答弁

をお願いします。  

 ここの七つの事業の中でいろいろ御答弁いただきました。そこで文化センタ

ーへの引き継ぐ事業としては啓発活動、それとか短期教室、若井へ引き継ぐ事

業、ここで聞いてくださいや。今このようにおっしゃった。文化センターへ引

き継ぐ事業と啓発、人権活動、短期教室、若井集会所へ移転する事業、地域交

流活動、それとか貸館事業、それと相談事業、これは政策推進課、総務課でや

られるということでございますが、それから、地域交流促進事業、これについ
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ても今後どこでやる云々については、子どもの習字、そろばん教室ということ

でございましたが、これについては検討という御答弁いただきました。ふれあ

い活動については人権ふれあい連絡会で行うということですが、ここでね、引

き継ぐと移転とちょっとどういう認識でおっしゃったのか、御答弁願えますか。 

 ４点目の避難所はなくなるからプリズムへぐり、それはそれで僕は対応いい

と思います。  

 ５点目ですね。職員の配置のことでございますが、検討するということであ

りますが、七つの事業のうち何事業かこっちへ移転されるわけやから、配置す

るかしないかを検討するとおっしゃいましたけど、僕は配置すべきというよう

な認識持っておりますので、その点、再度御答弁願います。  

 有線放送の移転先はということで、若井集会所でされると。位置、そこに置

いて。本局ですね。それと７の防災無線子局については隣のとこでもうでけて

るよと、試験はやってないよと。たしか公園のとこというふうに聞いてます。  

 それとサポートセンターについては郡内の支部長、いろんなことで御相談さ

せていただいて、どっかへ郡内で移転できたらしてほしいという御答弁でござ

いました。  

 この中で、現在七つの事業を行っているうちで地域交流促進事業、子どもの

習字、そろばん教室、並びに貸館事業、カラオケクラブ、なかよしクラブ、小

地域ネットワークなどの回答について私は理解できません。再度明確な御答弁

をよろしくお願いしたいということでお願いを申し上げます。  

○議  長  

 教育委員会総務課参事。  

○教育委員会総務課参事  

 それでは、再質問にお答えさせていただきます。  

 まず１点目、若井集会所の利用の件につきまして、覚書に基づきまして、人

権交流センター廃止後は現利用者の利便性を確保することを基本に、各種事業

の実施場所は若井集会所の増築も含め可能な限り地元の意見反映に努めるとい

うことで、覚書を結んでおります。そこで、その若井集会所の利用が一時的な

のかどうかということでございます。人権交流センターでは過去から数十年に

わたっていろんな各種事業が行われてきておりまして、今回文化センター建設

によりまして人権交流センターを廃止するということで、人権交流センターの

運営審議会にも諮問をさせていただきまして、また答申をいただきまして、人

権交流センターを廃止するということで御理解をいただいているところでござ

います。  

 人権交流センター廃止ということになりますんで、当然現施設は解体撤去と
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いうことになるわけでございます。ただいま平群町の財政健全化計画におきま

しては、人権交流センターの解体撤去後の用地については一応売却というよう

なことになっておりますけども、財政健全化計画ではそのようになっておりま

すけども、覚書におきましては解体後利活用についてはまだ具体的にどうこう

ということは決まっておりませんけども、若井集会所の増築も含めて可能な限

り意見反映に努めるということで、また御理解お願いしたいと思います。  

 それと次の質問で現在、人権交流センターで行っております各種事業を文化

センターへ引き継ぐ、若井集会所へ移転するとそういうような表現をさせてい

ただきましたけども、意味合い的には現在の人権交流センターの事業を文化セ

ンターで行うものと若井集会所で行っていただくもの、そういった同じような

意味合いでお答えさせていただいたものでございます。  

 そしてですね、５点目です。若井集会所のほうで事業を移転する場合に職員

が必要ではないかというような御質問でございます。当然のことながら人権交

流センターで行っていました事業をですね、一つの意図からとして若井集会所

で行うという形になりますので、やはり何らかの形で人員配置は必要であろう

かと思っております。  

 続いて、あと習字、そろばん教室とか、あと貸館事業として行っているカラ

オケ、なかよしクラブ等々の件について御質問いただきました。習字、そろば

ん教室については、以前に町のほうから人権交流センターのほうに出向いて、

若井大字の方々に何度か説明をさせていただきましたけども、そのときの町長

の方針としましては廃止をしたいということで、そういうようなことでお伝え

をしております。今回ですね、若井集会所で習字、そろばんをどうするのかと

いうことではございますけども、若井集会所では集会所として利用もございま

すし、また令和２年度から今までついておった補助がつかないというようなこ

ともございますので、その辺も含めて改めて検討させていただきたいと思って

おります。  

 あと、各種の貸館事業ですね。なかよしクラブとかカラオケクラブ、これら

も地域の方々が地域交流という意味合いで実施されているものと思っておりま

す。こういったクラブをですね、カラオケとかなかよしクラブですね、どこで

行うかということではございますけども、やはり、地域の方々の、地元の方々

の意見反映に努めるということで若井集会所での実施が適切と考えております

ので、よろしくお願いいたします。  

○議  長  

 馬本君。  

○１２番  
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 まず１点目、僕、一時的な使用であるということで再度確認させていただい

たんやけど、若井集会所の目的及び設置、第１条、「小集落事業地区改良事業制

度要綱に基づき、地域住民の文化的な生活の向上とより一層の交流をはかるた

めの集会施設として平群町若井集会所を設置する」。「地域住民」のということ

や。これ、集会所、これ設置条例や。条例ですよ、これ。でね、今度行う事業

は今、人権交流センターは若井地区の方だけ違うわな。行ってる事業は、七つ

はな。ということで、僕はそれを見ながら一時的な施設の運用かなと、こう思

うただけ。集会所利用されるのはね。おんなじ意味では私はないということで

あってね。  

 この根本からいくとね、ここは売却します云々とかいう話はそれはそれでよ

ろしいでしょう。売りはったらよろしやん。けれどもね、当初、私も人権交流

センター運営審議会の会長をさせていただいてるわけや。その中でたくさんの

委員さんがおいでになる中で、皆さんが御賛同いただいて答申をしていただい

たわけや。そのときに、僕を混ぜて１５人の委員さんがいてはるわけ、審議会

にはその当時。その当時のこれ、答申内容。１５人のね。そのときには今、貸

館事業やってはんのどうすんやという意見もたくさん出た。そのときには、集

会所増築もしくは隣へ相当の施設を建設をしますということのお約束をさせて

いただいたわけで、皆さんそれで審議会の委員さんは１５人納得していただい

て。それで、うちの総代さんと覚書、町長と交わしていただいたわけ。  

 にもかかわらず、僕言うてんのは、集会所の前の解体された場合、集会所の

ちょうど西側やね。西側のとこのあきますんで、そこへ新しい施設ね、そんな

大きい施設ちゃうでしょ。また、地域の方と総代さんとか評議員さん、皆お話

ししていただいたら結構なんですけども、そこへ建ててくださいよいう約束を

確認とってあるわけでございまして、あんまりええかげんなことを言わんとい

てくださいよということをあえてここで申しておきます。  

 財政課の方も財政厳しい折でございますが、これだけはっきり聞いてくださ

い。平成２６年かな、国のほうではそろそろ公共施設、二十数年間たった公共

施設を維持管理、修理すんのには非常に国のほうでは財政援助が大変。それと

人口減に伴うために複合施設を建てなさいと。そっちのほうについては補助金

並びに起債の５０％を交付税で対応しますよという政策で今の文化センターが

建設されてるわけ。この文化センター建設に当たっても一定の限度額、国の限

度額の鑑定を入れた土地の分、それと建設費も補助金と交付税で返ってくる事

業でございますね、たしか。文化センターと中央公民館とあすのすか、平群の

図書館、それと合わせてあんだけの施設建たないわけや。何とか人権交流セン

ターのほうへその用地も入れていただきたいと。行政からおっしゃった施策じ
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ゃないですか。今ごろ何言うてんのて言いたくなるよ。もうええかげんなこと

言うたら困りますよ。人権交流センター、もともと隣保館だったんですよ、あ

れは。地域の方がかち取って建てた施設なんですよ。そっから若井総合会館に

なって名称も変更し、人権交流センター、幅広く皆さんと交流しましょうとい

うことで変わってきた施設なんです。相当な皆さんの地域の方の御努力を得て

建設された建物なんですよ。それを地域の方、並びにいろんな方が、１５人の

委員さんの御理解を得て、初めて今文化センターが建設になったということは

お忘れじゃないですね、これ。これは認識してもらわな困りますよ。  

 それと、今言うたように集会所は設置条例してるのは平群の若井だけや。あ

との集会所は条例で設置条例あれへん。けれども、この目的は地域の住民の生

活向上。全然違うやん。そやから僕は一時施設ちゃいますかとこう言うてるわ

けや。その場合、横へ増築してもうて、これが初めてね、こら、あんたの責務

やで、これ。はっきり言うとくけど。あのとき約束してまへんでは通らんよ。

議員さんも何人、その中に入っておられるんやから。学校の先生も入っておら

れる。そこの答申をいただいて、地域の団体の長も入っておられる。約束した

んやから。  

 そこでね、ちょっと要らんこと言うたな。子どもの習字、そろばん教室とい

うの、そら岩﨑町長さんの時代の話でしょ。廃止も含めて。今ね、子ども教室

で３０名の方、そろばん教室で３０名いはんねん。ほんで習字教室で２０名お

いでになんねん。そろばん教室の中、３０名のうち地域の方、子ども８人だけ。

あと、よそからたくさんの２２人の方が来てくれてはんねん。これこそ交流や

んか。大事なことや。それと習字教室、これについても２０名の中うちの地域

の子どもさんは７名、あと１３名はいろんなとこから来ていただいて、子ども

同士の交流していただいてるわけや。ええことやん、これ。これを廃止ってお

っしゃったのは、検討するってったのは岩﨑町長の時代でございますんで、あ

えて西脇町長にこの件についてはお聞きします。  

 それと、今最初の一番大事なことやから、岩﨑町長のときに諮問を受けて答

申させていただいた約束事は僕が今ここで述べたとおりでございますか、違い

ますか。違うかったら違うという反論、まず言うてください。  

○議  長  

 教育委員会総務課参事。  

○教育委員会総務課参事  

 それでは、再質問にお答えさせていただきます。  

 ただいま馬本議員のほうより人権交流センターのあり方についてということ

で、るる御説明いただきました。確かにですね、文化センター建設に当たりま
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して、町のほうから人権交流センター運営審議会のほうに諮問をさせていただ

きまして、その後、答申というものをいただいております。その答申の中身で

すけども、「人権交流センターの存続についてはその設立の経緯、これまで果た

してきた役割を考慮すると引き続き残してほしいというのが地元若井大字の本

意と考える。ただ、未耐震で老朽化した施設の現状、低い稼働率が続くことに

より、現人権交流センターを廃館の上、集約し、新たな施設として再スタート

する、新文化センターの構想の中に組み入れるという町の計画もやむを得ない」

ということで、この辺については十分御理解していただいてるとそういう認識

でございます。文化センター建設に当たって十分御理解していただいてるとそ

ういう認識はまず間違いございません。  

 それとですね、今のそのほか、あと、子ども習字、そろばん教室についても

いろいろ御意見いただきましたけども、今、議員より説明の中で習字教室、そ

ろばん教室について利用人数とか若井大字の方々の利用の実態も含めて御説明

があったと思います。この辺につきましてはですね、過去からの利用者の利用

人数のこともいろいろ検討いたしまして、引き続き検討課題とさせていただき

ます。よろしくお願いいたします。  

○議  長  

 馬本君。  

○１２番  

 何でも検討課題って、来年３月で終わるんですよ。恐らく、この９月か１２

月か知りませんよ、人権交流センター設置条例の廃止条例出るでしょう。そや

から６月にあれしてんねんで。それも勘違いしないでね。  

 ここ今おっしゃったね、この分、持ってるよ。「現人権交流センターを廃館の

上、集約化した新施設として再スタート、新文化センター構想の中に組み入れ

ることは町の計画もやむを得ないものと考えてます」って。あなたたちが人権

交流センター、諮問するからやん。せえへんかったら関係あれへん。そのかわ

りやむを得んやろと。そのかわり今までの施設、こうこうしていろんな長い歴

史あるっておっしゃったやん。そこで、ある残すもんは残してくださいよと。

そのかわり集会所の隣接する隣へ建ててくださいねて。だからここに書いてん

やない、「可能な限り地元の意見反映に努めることが必要であると考えている」

って。「若井の増築等も含め可能な限り」。ほな今やったら可能ちゃうのかいな

って。  

 というのはね、七つ事業してるわけやんか。ここでね、一番身近なもんの話、

させてもらうわな。貸館事業でカラオケクラブになかよしクラブ、小地域ネッ

トワーク、これ、まずどこですんの。もう具体的にいこうか、一つずつ、ほん
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なら。時間かかるけど。もう時間あんまり。単刀直入に言わなもうわかれへん

から。人事、人については配置するように考えるということを言わはったんや

からその次や。貸館事業でカラオケクラブ、なかよしクラブ、小地域ネットワ

ーク、これどないすんの。検討じゃあかんで。  

○議  長  

 教育委員会総務課参事。  

○教育委員会総務課参事  

 ただいまの貸館事業について再度御質問いただきました。貸館事業としては

カラオケクラブやなかよしクラブ、小地域ネットワークの利用があると考えて

おります。カラオケクラブについてはですね、仮に若井集会所で実施していた

だくと、そちらのほうへ移行していただく場合には当然ですね、カラオケとい

うことで防音の対策も必要となってまいります。ただ若井集会所はカラオケ以

外の御利用もあると思いますので、カラオケをするとなれば、やはりどういう

ふうな対策が必要か、その検討も必要かと思います。あと、なかよしクラブ、

小地域ネットワークの方もいろいろ御利用されているかと思いますけども、現

在の若井集会所ですね、１２４平米程度で和室が二つというようなそういった

部屋の構成もございますので、若井集会所で実施する場合に当たっては、やは

り可能な限り地元の意見反映に努めるということで、十分協議させていただい

た上で決定したいと考えております。  

○議  長  

 馬本君。  

○１２番  

 地元の協議でよろしいんやん、それは。するんかしないんかて。あなた、持

っていって、これします。ひとつ地元でよろしくお願いします。いや、しませ

ん。よって、ちょっと協議お願いします。どっちやの。それだけのこっちゃ。  

○議  長  

 教育委員会総務課参事。  

○教育委員会総務課参事  

 ただいまの質問ですけども、貸館事業としては実施してまいりたいと考えて

おります。  

○議  長  

 馬本君。  

○１２番  

 よく御答弁していただきました。それで昨年の答申に御賛同いただいた委員

さんにまたお話もできます。そこで移転する事業云々いろいろ、これ、ありま
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したが、最終的に言うときますよ。最初の約束は守ってくださいよ。最初の約

束というのは、集会所を増築もしくはそれに見合った施設を隣のほうへ建てる。

建築しますよと。撤去した後ですよ。という約束やったということで、ここで

議会で確認しておきましょう。それ間違いないですか。どうですか。  

○議  長  

 教育委員会総務課参事。  

○教育委員会総務課参事  

 ただいまの件につきましては、平群町と若井大字の総代との間で交わさせて

いただきました覚書に基づいて執行させていただきたいと思います。  

○議  長  

 馬本君。  

○１２番  

 この諮問をいただいたときね、わしが委員長さしてもうた、その当時。いろ

んな議論出て、テープ残っとるはずや。人権交流センター運営審議会したとき

ね。皆さん聞いてはる。いろんな意見出た。横へ建ててくれよという意見も出

ました。そやったら協力するよって、賛同するよって。テープ起こしてくださ

いよ。その辺は私は覚えてますよ。昔、児童館でありましたけど、今はないけ

ども、あのあっこに裏に地下に駐車場みたいな形ありますね。あっこへ増築す

ると。もしくは増築でけへんかったら新しく建てますよということで、その事

業の何事業かのうちをそこでやるということで人権交流センター運営審議会の

委員さんに了解を得てるんですよ、それで。わし、委員長さしてもうてる。だ

から、その点だけ認識しててや。あかんかったらまたテープ、この人権交流セ

ンター運営審議会、近々また開かれるからね。そこで私、報告せねばならない

こともないように、テープもう１回起こして聞いててください。どっちにしろ

地元のほうを反映するということで、反映していただくように頼んますわ。絶

対建ててくださいよ。  

 それとね、ちょっと一つ引っかかんのやけど、そろばんと今、習字の話やね

んけどな、その計上したってくれるな、それ、集会所で。どうですか。具体的

にもう話しますよ。どうですか。  

○議  長  

 教育長。  

○教育長  

 具体的にそろばん教室から習字教室の件でございますけれども、先ほどから

説明をしていただいたように、人権交流センターの廃館に伴いまして、来年度

からは隣保館運営事業補助金がつかなくなってしまいます。そのことから町の
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単費で今までのように長期的に習字、そろばん教室を存続していくこと、非常

にハードルが高いんではないかな、このように考えております。したがいまし

て、現時点ではありますけれども、来年度の募集についてはやむなく中止をせ

ざるを得ないかもしれない。このようなことを今考えております。  

 しかしながら、現在これらの教室に通ってる子どもさんも、先ほど議員お述

べのように、３０名、２０名というふうに多数おられます。また、人権交流セ

ンターの廃館や習字、そろばん教室の存続について、今議論されていること、

これ自体を御存じない保護者の方もおられるんではないかな、このように思っ

ています。さらには長い間、子どもたちに御指導していただいている講師の先

生方もおられます。このことから考えまして、保護者の皆さん方には丁寧に御

説明させていただき、また、しっかりとお考えや御意見を聞かせていただきな

がら今後について検討してまいりたい、このように考えています。御理解いた

だきますようにお願いを申し上げます。  

 以上でございます。  

○議  長  

 馬本君。  

○１２番  

 教育長ね、きょう僕の質問これやねん。平群町人権交流センター移転に伴う

新施設の運営について。僕、人権交流センター運営廃止せえて言うてないよ。

今の施設をよそへ移転するんでしょと。文化センターへ移転するんでしょと。

七つの事業も移転するんでしょという話ちゃうん。何をそのちょっと変わった

こと、教育長言わはんの。結論的に何やて。財政的なもんで、お金が今。教育

長、今ね、人権交流センターの県の補助金、６００万ほどですやん。運営費、

あれ計上何ぼ。二千二、三百万かかってんちゃうの。１年間の維持費。二千二、

三百万やろ、かかってるやろ。それ、財政的な問題でっか。６００万、結構で

すやん。二千二、三百万だったら何ぼになりますのん。１，７００万が町持ち

出しちゃうの。極端に言うたらですよ。人件費、そら何ぼか要るでしょう。け

れども、１，０００万円は最低浮いたことになるわけや。いや、もらわなくて

もやで。  

 そこの事業をしていただくのに、いろんな問題今まで地域で楽しみにしては

った高齢者の方々たくさんいはるわけやんか。カラオケ一つは。そらカラオケ

はね、防音の問題でちょっと協議したってくださいよ。それはもう大事なこと

やと思います。それはそうや。けれどもね、小地域ネットワークとかなかよし

クラブ、部屋つくろうと思えば中でつくれますやん。移転するだけやん。  

 それと今、そろばん云々についてもね、これ財政的な問題て、ほんなら僕ら
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審議会だまされたんかいな、これ。はっきり言うけど。移転せえへんでて言う

たらよかったんかいな。文化センター廃止しませんよって。そのとき審議会で

岩﨑町長のときに言うたらよかったんかいな。言わなければあんだけの大きい

施設建たへんねで。補助金もけえへんねんで。せやから何とか人権交流センタ

ーお願いしますて、皆頼みに来はったんちゃうの。ほんで、そのまま事業は事

業で横滑りでやっていただくというふうな認識持ってはったと思うで。それが

財政的な問題でって、廃止したら補助金飛ぶのは当たり前の話や。あれ官庁の

補助金でいうて人件費で県からくれてる話や、６００万。もともと８００万も

あったし、いろいろあったけど。そやからね、せめてね、そやったら事業をや

めなさいよということでとるで、これ。これ、事業やめなさい。七つの事業、

何個かやめなさい、移転に伴うて。そんな約束は一切してませんよ。これだけ

確認しまっせ。そういう話ありましたか、どうですか。  

 まあ町長、今の町長ちゃうから。その当時、担当者で構へんやん。七つの事

業を何ぼか廃止しますという約束あったかというねん。それちょっと答弁して。 

○議  長  

 教育委員会総務課参事。  

○教育委員会総務課参事  

 ただいま七つの事業について廃止か存続かの約束があったかどうかというこ

とでございます。先ほどから答弁申し上げてますように、人権交流センターで

やっております七つの事業については、若井集会所へ行く分と文化センターへ

行く分ということで振り分けて説明させていただいたところでございますけれ

ども、覚書にはこの部分については廃止するとかそういうようなことは書いて

おりませんので、どれとどれを廃止するというようなことは正式な文書として

は残っておりません。  

○議  長  

 馬本君。  

○１２番  

 巳波参事、正解や。教育長、間違いや。というふうになりますよ。一切そん

なん皆、関係ないですよ。七つの事業を移行しますっていうのと一緒ですよ。

再度、もうこれ以上は言いませんけども、教育長、そういうことでございます

んで、七つの事業は名称変わって、違う事業にもう変更する事業もあるみたい

ですけども、それはそれで一定の理解もでけますけども、事業を廃止するとい

う言葉だけは取り下げてほしいですね。  

 それと今、速やかにこのカラオケクラブ、なかよしクラブ、それからふれあ

いサロンひばりですか、小地域ネットワーク、ここら辺の皆、代表いてはるか
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ら、いろいろいてはる。早急に会議して集会所やったら集会所でもう来年から

速やかに４月１日には供用できるように。  

 それと、集会所は指定管理になってますね。そやから若井の大字と指定管理

してますんで、そこら辺も鑑み、よく御協議くださいよ。  

 その点、そういうことで改めて言いますけども、人員を配置するということ

も一定の間隔でおっしゃっていただいたと。あとは事業については廃止云々よ

りもそういうことには至ってないということで参事がいただいたということで

理解しますんで、よろしくお願いしたい。この件については、ひとつよろしく

お願いを申し上げます。  

 以上、次の件でよろしく頼んます。  

○議  長  

 総務防災課長。  

○総務防災課長  

 続きまして、馬本議員の大きな４点目、公共交通空白地域解消の御質問でご

ざいます。この中で２点質問いただいておりますので、まず１点目。１点目の

三郷町デマンド交通の検証結果についての認識はの御質問についてお答えさせ

ていただきます。  

 三郷町のデマンド交通につきましては、平成２５年度から運行されており、

目的地までのアクセスや乗り合いしやすい地理的条件などから住民からの評価

も高く、バス路線の一部見直しや交通事業者への補助金を見直すなど総合的に

計画された事業であると認識しております。また、三郷町のデマンド交通は町

内の全ての方が利用でき、本町のコミュニティバスより運行日数も多く、町の

経費も抑制され、効率的に運行されており、公共交通空白地域が解消された事

業であると思います。  

 ２点目の再度交通事業者や関係機関と協議されたと聞いたが、デマンド型交

通導入を決意したと理解していいのかの御質問についてお答えさせていただき

ます。  

 平群町におけるデマンド型交通の導入につきましては、現在、財政面も考慮

し、検討を行っているところでございます。また、交通事業者や関係機関との

協議も継続しており、本年１月以降ですけども、バス事業者と１回、タクシー

事業者と２回、奈良運輸支局と１回、協議を行いました。平群町の公共交通は

近鉄電車、民間路線バス、コミュニティバスが運行しており、三郷町とは面積

や地理的条件、交通事業の背景等も異なりますが、デマンド型交通の住民要望

があることも現実であり、公共交通の導入検討についてはコミュニティバス及

び民間路線バスを維持し、さらに財政状況について十分に考慮しながら進めて
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まいりたいと考えています。  

 以上でございます。  

○議  長  

 馬本君。  

○１２番  

 １点目は一定の評価の件やけど、三郷町で、それで三郷町の件で見解で、要

するに公共交通空白地域がデマンド交通によって解消されますよということは

実証でけてるということを御答弁いただいた。三郷町の例、見てね。  

 ２点目。これが大事やな、今。僕、質問したのはね、いろいろなバス会社と

かいろいろ協議されたと。前回は言うたのに、今回、今後この３月議会から後

に、また町が再度交通事業者や関係機関と協議検討を行うという答弁されたと。

今ね、その後の協議されたと聞いておるということで、デマンド型交通を導入

は決意したということで理解とってええんかいな。それだけ。答えはもうそれ

だけ。財政面云々はもう別。そんなんもう余談の話はなし。要するに平群町と

して、デマンド型公共交通をプランを作成に入りますというような認識でとら

してもうてええかな。それだけ答弁ください。  

○議  長  

 総務防災課長。  

○総務防災課長  

 質問にお答えさせていただきます。  

 デマンド交通につきましてですね、平群町内の他の公共交通への影響を最小

限に抑え、財政面を考慮しながらプラン策定に取り組んでいきたいというふう

に考えております。  

○議  長  

 馬本君。  

○１２番  

 要するに、他の路線バスといろいろあとを考慮しながら、また財政面も考慮

しながらデマンド交通導入に向けての策定をすると。もう導入はしますという

認識でとってよろしいですかというてんねん。それだけやん。答えはイエスか

ノーか。その点はっきり言うてください。これはもう担当課長では無理やな、

これ、失礼やけど。これはもう政策的なもんやから、西脇町長の御見解をお願

いを申し上げます。  

○議  長  

 町長。  

○町  長  
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 今、馬本議員からいろいろ御質問いただきました。今、総務防災課長が答え

たましたとおり、デマンド交通につきましては、現在にある地域公共交通を守

り育てていかなければなりません。また、バス事業者やタクシー事業者にも影

響を与えない配慮も必要となっております。コミバスにつきましても通学にも

利用したりとか２万人の方が利用されてるということもありますので、コミバ

スと並行しての運行についても考えていかなければなりません。このことから、

現在、既存の公共交通を維持し、そして存続し、共存できるような手法を考え

てまいりたいというふうに考えております。  

○議  長  

 馬本君。  

○１２番  

 そんな余計なことええねん。余計なことよろしいねん。そら皆わかってるや

ん。おんなじ答弁ばっかりよ。要するに、よその公共交通の支障ないように、

また今のコミバスと並行して云々いう、そんなん、よろしいねん、町長。わか

ってますねん。要するに、デマンド型交通を導入するかしないかのように、も

う一歩入りますと。もう取り組みますという認識でとってよろしいんですか、

それ。ちょっとはっきり言うてください。そこが大事ですよ。  

○議  長  

 町長。  

○町  長  

 なかなか取り組みますというのは、やっぱりいろいろな課題があります。こ

の課題を克服する必要もありますので、これについてはいろいろな手法を考え

て前向きには検討はしてまいります。  

○議  長  

 馬本君。  

○１２番  

 町長、まったこれ。お昼やけど、ちょっと時間、ごめんやで。町長ね、これ、

どう言うたの、先月これ、あの３月議会で。要するに、僕、そのために今回言

うてんで。３月、こんなおっしゃってん。「具体的に取り組む場合は、町が再度

交通事業者や関係機関と協議、検討を行う」と答弁されました。その後、協議

してはんねん。ということは「取り組む場合」ですよ。勘違いしてくださんな。

デマンド交通導入に取り組む場合は再度、もう１回バス会社とかタクシー会社

を３月議会以降に協議しますっておっしゃってん。そやから、されてますねん。

その協議されたと僕が聞いたわけや。それで、デマンド型交通導入を決意され

たということで御理解させていただいてよろしいですかとこう聞いてるわけ
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や。あなたの答弁に対して私は再度確認とってるだけで。勘違いしやんといて

くださいや。どうですか。  

○議  長  

 町長。  

○町  長  

 いろいろ３月議会でも答弁をさせてもらいました。あくまでも既存の公共交

通機関、これを存続すること、これがやっぱり一番大事な条件だと思うんです

けれども、それを存続できるようなプランを考えていきたいというふうに考え

てます。  

○議  長  

 馬本君。  

○１２番  

 町長は導入しますよと、そのかわり既存の公共交通の存続できるようなプラ

ンを考えていきたい、そのかわりデマンド型のそういうタクシーは導入をいた

しますよということで、中入りますよという認識でとったらよろしいんですか。 

○議  長  

 町長。  

○町  長  

 なかなかいろんな課題があると。すぐに導入するという言葉はなかなか言い

づらいこともありますので、そういうふうな共存できるようなプランを策定に

向けては取り組んでまいります。  

○議  長  

 馬本君。  

○１２番  

 また大事なこと。要するに既存の公共交通をいろんな考慮する。デマンド交

通入れへんかったら考慮する必要ないねん。というふうに裏返したらとれんね

ん。ということはデマンド型公共交通、デマンド型タクシーを導入する、交通

を導入するから、この既存の公共交通については考慮します。いろんな影響も

考えます。ということをおっしゃっていただいたということは、裏返したらデ

マンド交通の一つの策定、プランやね。プランについては策定をしますという

認識でとったらよろしいんでっか。  

○議  長  

 町長。  

○町  長  

 そういう影響が出ないようなプランの策定に向けては取り組んでまいりま
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す。  

○議  長  

 馬本君。  

○１２番  

 ということはデマンド型公共交通を導入されるということで理解してよろし

いですね、町長。この定例議会というのは三月に一遍あります。私はこの件に

ついて何年って、１期だけでも１６回してます。ずうっとし続けてます。次も

さしてもらいますよ、９月に。ええかげんな答弁してもうたら困りますよ。そ

やから、今言うてるように、いろいろ考慮をしながら公共交通、路線バスとか

近鉄の電車、いろいろな考慮もしながらデマンド型交通の導入をしますんで策

定プランをつくります、その認識でよろしいか。  

○議  長  

 町長。  

○町  長  

 同じような答弁になって申しわけないんですけども、導入するということは

なかなか明言ができません。いろいろな課題っていうのがここにありますので、

その課題につきましては、そういう共存できるような手法については検討して

いきたいというふうに考えております。すぐに導入するとは、そういうような

形ではやっぱりなかなか明言できないということで御理解いただきたいと思い

ます。  

○議  長  

 馬本君。  

○１２番  

 もうおんなじ繰り返しばっかりや。けれども、私は引きませんよ、今回は。

今回引きません。これはね、住民にとってね、毎日これニュースでどうなって

んの、これ。高齢者の交通事故。すごいですよ。それと免許証返納者。大変で

すよ、これじゃ。町長、平群で発生してるか、大きい、テレビで映ってないけ

ども、いつ発生するかわかりませんよ。年に６０人以上の方が返納されるとい

うことや。まして、コミバス３台あったのが２台に、１台減らしたわけでしょ。

そのデータが、４，０００人の難民が、平成３０年で２９年度より４，０００

人減ってますので、乗降客が。移動難民って言うたら失礼やけど、移動すると

この手段がないねん。  

 だから、町長もね、町長ね、町長の話、おかしいねんで。もう１回言いまっ

せ。いろんな公共交通について配慮しながらそれをデマンド交通についてはや

ります。調査研究するじゃないけども策定しますって、プランを、ということ
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をおっしゃっていただいてん。だからプランを策定するってことは導入してい

ただくように前へ行ったということでよろしいですね、とこう聞いてるだけや

ん。それをいつしなさいとかね、いつから実行してもうたらどうですかって私

は言うてないで。けれども、速やかにしてほしい。けれども、長い長いトンネ

ルに明かりが見えたと私は思うたんや、今。何年ですよ、これ。これ、高齢者

の人ふえてますねで、町長。町長は免許証持ってはるから移動できるけど、免

許証返納された方、移動できないんですよ。平群で言うたら３倍、三郷町より

土地広いんですよ。３倍困っておられる方がいてはるという認識持ってますよ、

僕は。需要があるというふうに思います。そやから、それはそれで、よその公

共交通を気にしながら、影響を気にしながら、デマンド交通導入に向けて策定

のプランに入りますって、そういう認識ということはそれでよろしいですねと

言うてんねん。  

○議  長  

 町長。  

○町  長  

 確かに馬本議員おっしゃるように、高齢化率も高くなっております。また、

高齢者の移動手段というのもなかなか確保しにくくなっております。そういう

ことは十分理解をさせていただいておりますので、先ほどと同じような答弁に

なりますけども、導入をできるかどうかというのは、導入するとはなかなかや

っぱり言いづらいこともありますので、これは導入に向けての、公共交通機関

の維持存続に向けてのそういうようなプランを策定はしてまいります。  

○議  長  

 馬本君。  

○１２番  

 日本語って難しなあ。それも言いづらいって何が言いづらいんや。関係あら

へん、議員みたいなん。町長に聞いてんねやから。議員に聞いてないで。勘違

いしたらあかんで。文句あったら後で言うたらええねや。わしの一般質問や。

町長、あなたの政策ですよ、これ。私は政策を御提案させていただいてんねで。

岩﨑町長の時代からもう何年って。十数回、何十回って、これ一般質問してん

ねで。この件について。ややこしい話やな。ソフトでわかったようなわからへ

んような話。要するにデマンドタクシー導入に向けての一定のプランを策定し

ますよという認識でよろしいですか。ほな軽く、それでよろしいですか。  

○議  長  

 町長。  

○町  長  
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 一応、一定のプラン策定に向けては取り組んでまいります。  

○議  長  

 馬本君。  

○１２番  

 まあいろいろあるんやろうな。けれどもな、住民の血税はどこへ使うか。こ

れは町長の考え方一つ。まして、議員のチェック機能のも、また提案もあると

思います。町長は今、デマンド交通型導入について一定のプランを策定してい

くという明言をしていただきました。本当に町長ありがとうございました。私、

また９月議会をその進捗状況にいうてまたお聞きします。そんな生半尺な話ち

ゃいますよ。私たちも皆、議員一緒、４年間住民に信託を受けた代表でござい

ます。精いっぱい住民の考え方とか要望はここでは続けるべきや。これはデモ

クラシー、言論の府でございますので、町長、ひとつよろしくお願いをいたし

ます。  

 ほな議長、えらいありがとうございました。  

 ほんで、私の一般質問を終わります。ありがとうございました。  

○議  長  

 それでは、馬本君の一般質問をこれで終わります。  

 午後１時４５分まで休憩いたします。  

（ブー）  

休    憩  （午後  ０時１３分）  

 

再    開  （午後  １時４５分）  

 

○議  長  

 それでは、休憩前に引き続き再開いたします。  

（ブー）  

○議  長  

 発言番号４番、議席番号５番、稲月君の質問を許可いたします。稲月君。  

○５  番  

 稲月敏子です。ただいまから質問をさせていただきます。先般通告をさせて

いただいておりますように、大きく３点にわたっての質問をさせていただきま

す。御答弁よろしくお願いをいたします。  

 まず１点目です。交通弱者対策について。年々高齢化率が高くなる本町では

運転免許を持たない方、また運転免許を返上される方、たくさんふえておりま

す。高齢者の交通事故が増えているという現状も大変大きなつらいところでは
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ありますけれども、そういう状況になっています。今、交通弱者といわれる人

口がどんどんふえているという状況です。特に坂の多い本町地形では移動に非

常に自動車が便利であり、不可欠であるということがあり、免許がなくなり、

そしてまた運転不可能になるというそういう方たちが転居を余儀なくされてい

るという状況が増大をしております。高齢になってもこの住みなれた平群町で

暮らしていけるよう、公共交通の検討、そして充実が待ったなしという状況に

もなってまいります。  

 そこでお尋ねをいたします。  

 一つ目、本年４月の末から５月のこの１０連休の間、コミバスは運休がされ

たわけですけれども、その対策についてということで、過去のことでございま

すが、お伺いをしたいと思います。私どものほうにはこの間、この１０日間全

くコミバスが動かなかったということで、非常に不便な思いをしたと高齢者の

ひとり暮らしの方が、西山間にお住まいの方なんですけれども、２時間近くか

かってね、下まで下りてきて買い物をしたと。１０日間休みやからそれをしっ

かり頭に入れて準備をした。自分ではして、冷蔵庫にいっぱいね、結構食べ物

詰め込んでやってたんだけども、結局足りなくなって行かざるを得なかったと。

それで何度も何度も、８０超えておられる方なんでね、休み休みおうちに戻ら

れたというね、そんな現状もお聞きをしまして、そこに対する対策、私自身も

そこになかなか気持ちが行ってなかったということについては、私、一議員と

しても非常に大きな反省をしたわけですけれども、そのようなことも含めてね、

このような問題をどのような、今後同じようなことはないですけれども、対策

についてもお伺いをしたいということが１点。  

 そして、二つ目は、住宅路線、特に若葉台の路線のことなんですが、停留所

の変更、検討などについてはお考えはいかがなものかということでお尋ねしま

す。  

 一つ目は、Ａコープ、ここへ買い物に行かれる方など、たくさんこのはなさ

とこども園のバス停ですね、利用者が多いわけです。平群駅から元山上口駅の

方面に向けて行く便については、はなさとこども園のバス停があり、たくさん

の方が今利用されてるわけですけども、反対側、平群駅方面行き、これについ

ては停留所はこの前にはないわけで、かしのき荘、老人福祉センター前という

バス停があります。そこまで３分ほどの距離なんですけれども、そこでおりて

また戻ってくる。あるいはその手前の健民グラウンドの前でおりていくという

そういうことをしなければならないということ。時間帯によっては中央公民館

前までバスがとまらないというようなこともあります。  

 イ、もう一つは昼間の時間帯だけでも若葉台３丁目、これは西側に坂を上っ



 

－１２７－ 

て行かなければならないという地形にあります。特にローズタウンの若葉台な

どの坂の上部のほうです。この地域を通るルートの検討はこのＮＣバスさんと

の協議などできないものかということの変更、検討についてお尋ねをしたいと

思います。  

 大きく２点目です。安心・安全な生活道路環境整備についてお伺いします。  

 一つ目は歩道のバリアフリー化計画について。若葉台地域の歩道、これにつ

いてはバリアフリー化に計画的に取り組んでいくと、私も以前に質問をさせて

いただいて、そこの中で計画的にやるというふうに御回答いただいているんで

すが、なかなか我々住民にはいつしてくれはんねやろかというのが見えてこな

い。こういう現状があります。中身としては歩道と車道との段差。これが低い

とこで１８センチ、大きいとこでは２５センチあるわけです。それと、歩道の

幅は大体１．３から１．５メートル、非常に狭いというような状況。歩道と車

道があって、また次の歩道へ行くところの交差点のところですね。その段差が

そのままでスロープになってないというような状況もあります。それと、歩道

上の舗装面は非常にがたがたというか、がたがたで歩行しにくく、車道を歩く

人が非常に今現在でも多いわけです。ましてや車椅子については段差があるた

めに通行不能というね、こんな状況になっています。このままでは高齢者にな

って安心して歩くこと、また車椅子で移動させることも不可能であるという、

そういうこと。それから、車道を歩く人がふえると事故が起こりかねない。非

常に通学路でもあって、早期の改善を求めていきたいというふうに考えます。  

 ２点目ですね。若葉台大橋南詰左折道路の北側、非常にわかりにくいんです

けども、大釜川に沿ったところ、今現在歩道はないです。片側だけ歩道がつい

てるわけですけども、ここに歩道を設置するという話を以前、若葉台の中では

聞いていたというふうのが多くの方たちの声です。私もそのように聞いており

ました。これは若葉台大橋、去年、改修されたわけですけども、この改修の後

に施工するというふうに聞いていたんですけれども、これは予定はどうなって

いるのか、する計画はないのか、その辺をちょっと確かめたいなと思いますの

で、御回答お願いします。  

 三つ目、道路舗装面の破損が目立ち、また破損部分が原因の事故、損害賠償

のケースもふえている。毎議会のように道路の破損をしていたということが原

因でけがをしたとかいろいろな事故が起こって、町が補償しているというケー

スも報告はされております。  

 そういう中で一つ目、アです。損傷箇所、危険箇所をスマートフォンで住民

が誰でも写して、気づいた人が写真を撮って、町に通報できる、こんなシステ

ムを導入をされている自治体が結構あります。全部が全部知ってるわけではな
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いんですが、豊中市なんかでも実際やられてたりとか遠くはいろんなところで

やられてるわけで、早くに発見をして、修復をさせていく、こういうことでけ

がもないし、その傷が大きくならないというね、早くに手当をしていくという

ことで非常によいシステムではないかなというふうに私は思いました。こうい

うのを本町でも導入を検討してはどうかということで提案をさせていただきま

す。  

 イ、旧大字を初めとして、新興団地内部の生活道路、非常に傷みが今目立っ

ています。いつになったら舗装をやり変えてくれるのか、下水工事がいつにな

るかわからないのに、下水工事が終わるまで舗装の改善はしてくれないと聞い

たけども、本当なのかなどの声が本当にたくさん聞こえてまいります。吉新や

三里やもうたくさんのところでこういう声が聞こえてまいります。また、若葉

台でも大きな道路から少し入ったところの路面が非常に荒れているっていうの

が現状でございます。これまでの私の質問、同様の質問に対しても全て計画的

に進めていくとずっと答弁をしていただいてるわけですが、どういう計画なの

か非常にわかりにくい。道路の傷み具合を数値化をしていくなどして工事優先

順位を住民がわかるようにしていく。計画が住民に見える、納得できるものに

していくことを求めたいと思います。  

 大きく３点目、長引くメガソーラー建設工事現場について。若葉台ローズタ

ウンに隣接をしています太陽光発電所建設の工事現場では、現在３台の重機、

そして３台のダンプカー、これがフル稼働をして一生懸命工事は進めておられ

ます。造成工事は進んでいるんですが、隣接をする住宅地のほうとしては、連

日の砂ぼこり、それと騒音に悩まされておられます。この現場については、山

林の伐採が開始をされたのが２８年の４月の終わりから５月の初めやったと思

います。これから既にもう丸々３年が経過をいたしました。もう当初はこれ、

その年度の１２月には終了するということでね、説明会も開かれたわけですけ

ども、５カ月間の工事期間とされていたことから考えても著しいおくれがある

と考えられます。ことし中に完成は無理な状況だというようなことも現場のほ

うからも聞いております。こうなると４年越しになるという状況になります。  

 もう本当にすぐね、もう今入ってるわけですけども、まだ梅雨入りはしてま

せんけども、大雨の可能性っていうのも非常に近々の課題です。梅雨と台風襲

来、この時期が３度目になるわけですね。２９年、３０年、これは大変な豪雨

によって何度も多量の泥水が流れ出しました。近隣住民は大変不安な思いをさ

せられ困ったわけです。そして、隣接する福貴大字では農業用の貯水池があり

ます。ここにその工事現場の泥水が流れ込んで農業用水が全く使うことができ

なくなった。こんなことも起こってまいりました。それとともに、今現在裸状
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態になってるわけで、この山肌が露出をして、近隣住民にとってはもう本当に

ことしはどうなるんかという不安が増幅をしているような状況です。  

 そこでお尋ねをいたします。  

 一つ、開発、造成工事が長引いているが、町や県において届け出等手続上の

問題はないのかどうか。  

 二つ目、当該地における土砂崩れ、泥水の流出などが起こる危険性について、

本町の行政としての見解と対策はいかがなものかということで、どうなってい

るのかということでお尋ねします。  

 三つ目、今、予定から３年以上もおくれ、近隣住民に日常的な迷惑を及ぼし、

災害発生の大きな心配を持たれてると。これに対応した説明を行政として業者

にしっかり求めていくことが必要ではないかというふうに私は思いますが、そ

の辺では実際求めているのかどうかというとこら辺のことをお聞かせいただき

たいと思います。  

 以上、よろしくお願いいたします。  

○議  長  

 総務防災課長。  

○総務防災課長  

 稲月議員御質問いただきました大きな１点目、交通弱者対策についてで答弁

させていただきます。  

 その中のまず１点目の４月から５月の１０連休のコミバス対策について住民

の実態把握と今後のあり方の御質問についてお答えをさせていただきます。本

町のコミュニティバスは年末年始を除き平日のみ運行しております。今年４月

から５月の１０連休につきましては運行しておりませんでした。また、１０連

休に入る前には利用者の方より１０件程度の運行に関する問い合わせがありま

した。今後につきましても平日のみの運行を予定しておりますが、今回のよう

な大型連休でコミュニティバスが長期に運休する場合は、事前にバス車内等で

の周知徹底に努めてまいります。  

 ２点目の住宅路線若葉台路線の停留所の変更の御質問についてお答えさせて

いただきます。  

 初めに、ア）はなさとこども園平群駅行きバス停留所の設置検討についてで

すが、当該バス停留所の設置につきましては、以前にもバス事業者や関係機関

と協議を行いましたが、十分な歩道幅とバスが安全に停車できるスペースを確

保することができないことから、バス停留所を設置することが困難だと考えて

おります。  

 次に、イ）昼間の時間帯における若葉台３丁目へのルート検討はについてで
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すが、バス路線の変更や新設につきましては、自治会などの地域住民の方から

の要望書の提出が基本となり、地域住民の方と行政及びバス事業者が協議を進

めていくというふうな手順となります。また、路線を変更協議する上で、現状

路線の維持や安全性、運行全般にかかわる投資的な観点に加え、町への財政負

担が生じないことなどの考慮が必要ですので、御提案いただいております路線

変更につきましては総合的な観点から検討が必要だと考えております。  

 以上でございます。  

○議  長  

 稲月君。  

○５  番  

 ありがとうございます。１点目ですね、１０件ほどの問い合わせがやっぱり

あったという。私、そのことについては全く知らなかって、しまったという感

じがしたんですけれども、それぐらいね、やっぱり困るやないかということで

ね、そういう困難者が出るということがはっきりわかってたということがある

ならばね、やっぱりこれについてはもう判で押したように、もう一切祝日休日

は運行しないというようなことで決めて、決まりだろうけれども、そういう一

律な考え方でやるっていうのはいかがなものかと。本当に住民の困っておられ

る状況にもっとやっぱり寄り添った行政のあり方っていうのかな、考え方って

いうの、何も大きなバスをそこにね、今走ってるコミバスを走らせなくっても

何かの方法っていうんかな、そういうところも含めてね、やっぱり行政として

やっぱり考えなあかんかったんちゃうんかなと思うし、今後やっぱりそういう

柔軟な体制っていうのかな、そういう温かな考え方が柔軟に持てるような平群

町の行政であってほしいというふうに思います。もうそれしか言いようがあり

ませんのでね。今後そういうこと、こういうこと、これに似通ったようなこと

があればやっぱりそこは検討をしていく、いろんな方面で考えていくというこ

とでお願いをしたいというふうに思います。  

 片方ではね、そら、イベントなんでね、全然違うわけですけども、４月の２

９日の日は時代まつりをしましたよね。そのときにはピストン運転でバスをた

くさん走らしてるわけでね。こっちでは走らせてもコミバス、この困っておら

れる交通弱者の人たちのことは全く何も考えんで何の対処もできないっていう

のはちょっとあんまりやなっていうふうな思いをしておりますので、そこら辺、

今後の検討をしていただきたいということでお願いをしておきます。もうこれ

はお願いだけですけども、ぜひともよろしくお願いします。  

 ２点目ですね。若葉台路線の話ですけども、このＡコープについては随分前

に、それはもう２０年くらい前かな、行って考えた経緯があったというのも私
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も脳裏に刻み込んでるわけですけれども、その当時かかわっておられた玉井さ

んにも話を伺ったりとかもいたしました。一旦検討したけれども、時間切れで

これはできなかったということで、再度ね、そのときには困難やったというこ

とでありますけれども、もうちょっと検討していくということで、Ａコープの

業者との話もありますよね。あそこの敷地内に若干入らなあかん場合も考えら

れますのでね、それについてはやっぱり交通弱者の皆さんの立場にしっかり立

っていただいて、全く検討ができないのかどうかっていうのはね、バス会社と

の協議もまたしていただく機会もつくっていただきたいというふうに思いま

す。  

 西側のほうに坂道を上ってもらうルート変更の検討については、これは今す

ぐするとかせんとかいうふうには私も言っていません。多くの皆さんの御要望

っていうのかな、その辺ももう一度アンケートもとらなければならないやろう

し、自治会としてもうんと検討してもらわなあかんやろうし、総意のもとでそ

ういうことがやっていくことが交通弱者にこれからなっていかれる方たちも含

めてね、やっぱりこの町に長い間住んでいただける。死ぬまでここで住んでい

けるような町にしていくためにもここについては検討をする、していっていた

だきたいなというふうに思います。何もすぐにやってくれというふうには思っ

ておりませんので、今後の検討ということで、総合的に検討していきたいとい

うふうにおっしゃいましたので、そのように検討していただきたいというふう

に思います。  

 以上です。  

○議  長  

 総務防災課長。  

○総務防災課長  

 １点目のコミバスにつきましては御意見として賜っておきますんで、また柔

軟にはいろいろ考えていきたいと思います。  

 それと、２点目ですけども、Ａコープ前のバス停につきましては、構造的に

かなり難しいんじゃないかなということは思います。ＮＣバスへもそういった

意見があるということはまた機会あれば伝えてもいきたいと思いますけども、

少し難しいんじゃないかなというふうな考えを持っております。  

 それとイ）のローズタウン若葉台方面へのバスの運行ということですけれど

も、これにつきましては、やはり地域、地元の方々の要望書というのがかなり

大きな要素になってくるのかなと思います。以前にも若葉台地域の公共交通、

ＮＣバスにつきましては路線、健民グラウンドの下と上を走るように変更した

という経緯もございますんで、そういった要望あるということであれば、また
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こちらも協議をしていきたいというふうに思いますんで。  

 以上です。  

○議  長  

 稲月君。  

○５  番  

 ありがとうございます。１点目の点については柔軟に考えていくというふう

なこともおっしゃっていただいてるんで、ぜひとも柔軟に考えていってほしい

というふうに思います。  

 Ａコープのところの構造的な問題、これについてはかなりね、検討していか

なあかんやろなというふうにも思いますので、機会があればということで、考

えていただきたい。  

 イ）の昼間だけの上、上がる分についてもね、これは住民多くの皆さんのお

考えっていうのももうちょっと聞いていかなければならないし、自治会として

の要望書を上げてもらうか上げないか、その辺の総意の問題もありますので、

今後についても、そういった検討ができるということをしっかり私は聞いてお

きたかったのです。それについては、きょうの午前中の馬本議員からの公共交

通の問題、デマンドの導入の問題などずっと話が進んできておりまして、デマ

ンドタクシーについても導入していただくことは非常にありがたいなというふ

うに思っております。だけども、そしたらＮＣバスの路線がね、もう路線バス

が今より悪くなっていくというようなことになってしまったら大変ちょっとこ

れはまた困った話で、その辺のないように、今後充実させていくという検討を

していただけるという余地をお伺いしたかったんで、その辺で今聞かせていた

だいてそれはよくわかりましたので、これで結構です。  

○議  長  

 次でいいですね。都市建設課長。  

○都市建設課長  

 ２項目めについてお答えします。  

 １点目、歩道のバリアフリー化については、主要幹線路線から優先順位をつ

けて国の補助メニュー等を活用し、計画的に実施しております。現在、緑ケ丘

循環路線において、歩道改修を平成２５年度から着手し、継続的に実施してい

るところであり、完成後引き続いて、若葉台中央循環路線を今後、段階的に改

修してまいりたいと考えております。  

 ２点目、若葉大橋の歩道整備については、現在の橋の東側に新たに歩道を整

備する将来的な計画であり、昨年度に実施しましたのは、あくまで橋梁長寿命

化修繕計画に基づく保全、補修工事でございます。  
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 ３点目、道路損傷箇所及び危険箇所のスマートフォンを活用した通報システ

ムは、県内では生駒市のみが平成２８年度からシステム導入されております。

本町におきましては、毎月２回の道路パトロールや役場職員による連絡、並び

に地域住民からの通報を受け、道路の穴ぼこや倒木等の危険箇所の情報提供を

いただき、その都度、迅速な対応を行っているのが現状です。システム導入に

ついては今後の課題とさせていただきます。  

 ４点目、生活道路の舗装打ちかえ時期及び損傷度の数値化や優先度の明確化

については、平成２４年度に実施した道路ストック総点検を参考に主要幹線道

路から国の補助メニューを活用し、段階的に実施しているところです。路面の

損傷度の数値化は機械的に判定したものと実際の通行性、地域ニーズとは大き

く異なる部分もあり、現状に応じ、随時対応しているところであり、現段階で

は現行どおり対応したいと考えております。  

 以上でございます。  

○議  長  

 稲月君。  

○５  番  

 ありがとうございます。幹線道路については歩道のバリアフリー化のところ

では順次やっていくということで、緑ケ丘の完成後に若葉台には着手をすると

いうことなんですが、それが大体目安としてどれぐらいの時期になっていくの

か。その辺も教えていただきたいというふうに思います。  

 それと二つ目については全く別。それは確かに別の工事やというふうに思い

ますし、そのときにやると、それは勝手に若葉台住民が思っていたのですね。

そういうことは。私どもの勝手な解釈やったというふうに理解をせんとしゃあ

ないのかなというふうに思いました。ここへの歩道設置についてはまた別問題

やということで、でも考えてくれてはるのかどうかというのがちょっと私が聞

き漏らしたのかな。もう１回教えてください。  

 三つ目の破損状況。これについてね、そら確かにパトロールをしていただい

て、通報すれば割と穴があいてたりしたらすぐ補修していただいてる。もうそ

れは大変にスピーディーにやってもらってるっていうのは私自身も何度か経験

をさせてもらってますので、職員の皆さんの御努力にはほんとに感謝をしてい

るところです。だけども、そこにはまって、前回この議会でもありましたよね。

損害賠償せないかんかったというようなこともありますのでね、やっぱりもっ

ともっと通報してもらわなあかんと思うんでね。やっぱり行き届かない。細か

いところまで町の職員が見に行けないし、住民も気がついててもそれを通報す

るというふうになかなか習慣としてなってない。自治会によると、修繕してほ
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しいとかそういうことについては全て自治会を通さへんかったら言うたらあか

んというようなこともね、これ、言われてるところもあるんですよね。そんな

んじゃなくって、気がついたらどんどん知らせてくださいねというようなね、

そういうこともいろいろ広報紙なり、それからホームページなりでどんどんお

知らせをしていく必要があるのではないかなと。それによってやっぱり職員の

方たちがそんなに何回もパトロールで回る必要もない、人的な配置も必要でな

くなってくるというようなメリットもこのスマートフォンを使ってのアプリで

すかね、こういう誰でもがそういう通報ができるということによってメリット

があるというようなことも言われておりますのでね、ぜひ、検討するというこ

となんで、検討していただいたらいいのではないかというふうに思っておりま

す。  

 だから、数値化が本当にいいのかどうかいうのは私もそういう点において詳

しくはよく知りませんので、専門家の皆さんが一番やりよい方法、公平にやっ

ていける方法というのがおありやというふうに思いますしね。その辺はみんな

がね、そやからやっぱり住民の皆さんが一体いつになったらやってくれんねん

ていうのがわかれへんていうのが非常に不安。もう５０年来１回も舗装を変え

てもうたことない。もう、がたがた道っていうのがもう本当にあっちこっちで

やっぱりね、実感として皆さん思っておられるっていうのがあるんでね、その

辺はもう少しわかるようなシステムっていうのかな。そういうのが必要ではな

いかというふうに思います。  

 それでもう結構です。以上です。  

○議  長  

 都市建設課長。  

○都市建設課長  

 １点目のバリアフリーの時期でございます。これは若葉台の時期を指してお

られると思いますが、時期については、今ここでいつごろというのはちょっと

まだ言えない状況でございます。というのも予算的なこともございますし、な

かなか今ここでいつやりますとは、ちょっと申しわけないが言えない状況でご

ざいます。  

 次に、２点目で若葉大橋の歩道整備の件でございますが、これは将来的な計

画としてはやっていくということでございますので、御了解をお願いをします。 

 それから、システム導入の関係で、いろいろやってもらってるけども自治会

要望でないとっていうような話もございましたが、自治会から出てきた要望に

対して改修するときもございますし、緊急的に穴ぼこ等の話がございましたら、

もうすぐその日のうちに対応してるっていうのが現状でございます。システム



 

－１３５－ 

を導入して、今後していけばっていうことでございますが、これについては今

後の課題ということで、今すぐということは全然考えておりません。  

 ４点目、道路の舗装の優先順位ということでございますが、先ほど議員もお

っしゃっていただいたように、町としては公平にやっているということでござ

います。ただ、予算的にも限界がございますので、その辺は緊急度等考えて優

先順位をつけながら実施しているとこういうことでございます。  

 以上です。  

○議  長  

 稲月君。  

○５  番  

 今のところ、さまざまなところでも無理やというふうに私は理解をしたわけ

ですけれども、でも、現状ですね、いかに今の、特に若葉台の歩道っていうの

が通りにくいか。歩道を歩かないで車道を通っておられる方がどれだけ多いか、

どんだけがたがたになってるか、段差がどんだけ不都合かっていうのは理解を

してもらってますか、行政として。優先順位をつける、とりあえず緑ケ丘を今

やっておられるのは私も知っておりますし、それが終了後に手をつけるという

ことなんですけども、もう本当に、特に交通弱者の方たち、通学でも本当に子

どもたちが下におりてね、交通事故に遭わへんかというのは冷や冷やしながら

見てるわけですけども、私も車椅子で親を介護していた時期っていうのはもう

本当に歩けない。この段差をどう越えていくんかっていうことでね。歩けない

というね。車椅子ではもうここでは生活でけへんねやっていうことも思ってし

まうぐらいひどい状況にはあるというね、そこの認識はいかがなものでしょう

か。この点ちょっと。  

○議  長  

 都市建設課長。  

○都市建設課長  

 今おっしゃっていただいた若葉台地域内の段差の件と思います。その箇所に

ついても現場も見ております。手法等もいろいろ検討しているわけですけども、

道路の路面自体を変えていかないといけないっていうようなそういったことも

ございます。手法等はいろいろ検討してるわけですが、すぐにできるというも

のではないと、こういうことで御理解いただきたいと思います。  

○議  長  

 稲月君。  

○５  番  

 私はそういうひどい状況、ひどいっていったら非常に主観的ですけれども、
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実際上歩けないとか、障がいを持っておられる方たちの車椅子などが全く通れ

ない、歩道が歩けなくって下を歩かざるを得ない、こういう実態があるわけで

すよね。そのことの認識ですね。ほんとにそんなひどい状態やなというふうに

思っていただいてるかどうかをちょっと聞かせてほしい。  

○議  長  

 都市建設課長。  

○都市建設課長  

 ひどい状態っていうのは主観的なことも入ってきますので、数値的にどうか

っていうことになってくると思いますが、その点は町としても十分考えながら、

町全体を見て優先順位をつけて改善するところはしていきたいとこのように考

えております。  

○議  長  

 稲月君。  

○５  番  

 何度もしつこいようですけども、その現状の認識、実際見ていただいて、こ

れは本当に早くやっていきたいと思うけれども、予算のこともあるから今は一

遍にはでけへんから緑ケ丘が終わってからぼちぼちやりますわというそういう

お考えなんですか。それとも、そんなに大したことないやないかというふうに

考えていただいているのか。実際担当課が見ていただいての思っておられる、

考えていただいてるその辺の評価の点はどうでしょうか。  

○議  長  

 都市建設課長。  

○都市建設課長  

 一番最初に答弁させていただきましたように、まずは緑ケ丘の循環路線で歩

道改修をしていくと。今継続的に実施しているところでございます。完了後で

すね、若葉台の中央循環路線を今後段階的に改修していくということでござい

ます。  

 

「改修するいうことは改修せなあかんと思うてるわけや」の声あり  

 

○議  長  

 稲月君。  

○５  番  

 今後ろから入りましたけれども、まずは緑ケ丘を完了させてその後直ちに若

葉台の路線の改修に入るということはそういう認識をした、大変ひどい状況に
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なっていると、改修を早くしなければならないという認識に立っていただいて

いるというふうに私、今理解をしたということで、それでよろしかったらもう

それで結構です、この件。  

○議  長  

 答弁求めますか。  

○５  番  

 求めません。そうじゃなかったら言ってください。  

○議  長  

 いや、終わるんですか。次、行くんですか。  

○５  番  

 はい、だったらいいです。もう認識が違うんやったら言ってください。認識

がおんなじやったら、もう結構です。  

○議  長  

 確認してください。都市建設課長。どうぞ。  

○都市建設課長  

 そういう認識でございます。  

○議  長  

 稲月君。  

○５  番  

 はい、わかりました。結構です。  

○議  長  

 稲月君、次に行くかどうか宣誓してください。稲月君。  

○５  番  

 それでこの件については結構です。  

 次にお願いします。  

○議  長  

 都市建設課長。  

○都市建設課長  

 ローズタウン若葉台北西部の太陽光発電所工事についてお答えします。  

 当該工事は宅地造成規制法に基づく県許可を受けて実施されています。  

 １点目、工事が長引いている手続上の問題について県に確認したところ、工

期が長引いていることは調整池の設置位置の変更や防災対策に係るもの、また

岩盤の露出等に係る構造物の変更など当初計画と比較して変更されている箇所

があるため、速やかに変更設計を確定させ、工事計画の変更申請等を提出させ

ることを優先的に指導しているとのことです。  
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 ２点目、土砂崩れ、泥水流出等に係る危険性については、計画地内の南側、

及び上部、雨水等が排水施設や沈砂池、仮設管などを経て調整池に集積される

構造となっており、南側の住宅地や道路に泥水が流出しないよう、大型土のう

が付近に備えつけられ改善されています。５月３１日に奈良県と町で防災パト

ロールを実施しました。防災対策の強化を引き続き、県とともに事業者に対し、

指導していきます。  

 ３点目、災害防止に係る住民説明については、直近の開催状況では平成３０

年４月１３日に地元説明会が開催され、調整池の位置の変更や安全対策に関す

る説明が行われました。また、近隣班長さんに事業の進捗を報告していると事

業者から聞き及んでいます。今後も地元の方が心配されないよう、事業者に適

宜説明をするよう求めてまいります。  

 以上でございます。  

○議  長  

 稲月君。  

○５  番  

 私も現場の監督さんとのお話も何度かさせていただいています。そのたび、

何か起こるたびに話をしているわけですけれども、もともとの予想に反して大

きな岩盤があって、それを崩してやっていかなあかんとか設計変更ということ

で県とも何か話がうまくいってないようなことも現場監督は言っておられたの

が現状ですけれども、そのような状況で大変おくれていますので、現地として

はもう本当に騒音や砂ぼこりですね。その苦情っていうのは毎日毎日起こって

きますので、非常に皆さん困っておられるのが現状でございます。それと今後

の災害対策ですね。そのことについては本当に神経をとがらせてね、やっぱり

安全対策についてはね、現地の現場との調整もしていただかなければならない

し、県にもしっかり監視をしてもらわなあかんというふうなところです。  

 なかなかね、去年も何度か物すごい水がザアってあふれてきてて、それを見

つけたから役場のほうにも連絡をさせていただいたんですけれども、余り敏感

に反応していただけなかったっていうのが私の感想としてはあるんです。やっ

ぱり周辺の住民の不安、感情、そこも配慮しながらね、やっぱりもうしっかり

対処していただきたいと思いますし、ことしもどんなふうになるか全くわから

ない状況ですのでね、やっぱり地域住民の皆さんの通報も含めて、しっかりキ

ャッチしていただくこと。それと、行政としてもパトロールを頻繁にしていた

だきたいというふうに思っております。県との連携もしっかりとっていただい

て、本当に個々の住民の方たちが安心して生活できるように、やっぱりぜひと

も要綱に基づきながらちゃんと指導していただきたいなというふうに思いま
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す。これについてはもうこれで結構です。  

○議  長  

 じゃ、終わってください。  

○５  番  

 はい。では、私の質問はこれで終わりにいたします。  

○議  長  

 それでは、稲月君の一般質問をこれで終わります。  

 午後２時５０分まで休憩いたします。  

（ブー）  

休    憩  （午後  ２時３２分）  

 

再    開  （午後  ２時５０分）  

 

○議  長  

 それでは、休憩前に引き続き再開いたします。  

（ブー）  

○議  長  

 発言番号５番、議席番号１０番、窪君の質問を許可いたします。窪君。  

○１０番  

 １０番、窪でございます。それでは、ただいま議長の許可を得ましたので、

先般通告させていただいております４項目について質問させていただきます。  

 大きな１項目めは、（仮称）文化センター・図書館建設の充実した整備につい

てを質問いたします。  

 令和２年春のオープンを目指して、本年３月議会においても整備の充実を提

案をいたしましたが、施設のコンセプトにもあるように、交流、発信、にぎわ

いのある施設にすることが大変大事であります。町民の皆様を初めとする多く

の方々から愛され、魅力ある施設となるよう、さらなる設備やソフト面におい

て整備の充実を図ることが大変重要であります。  

 そこで２点お尋ねをいたします。  

 まず１点目は、いわゆる箱物はできたけれども中身がないという状況を招か

ないよう、催しがないときでも人々の活動や展示などを積極的に発信できる施

設とコンセプトで示されているよう、２階のラウンジやテラス等で各関係団体

や自治会等の希望によるものや、また展示コーナーを設けたり、敷地内周辺の

園芸手伝いなどで、いつ来ても楽しい憩いの場となるよう、多くのお力をおか

りする（仮称）文化センター支援ボランティア制度の仕組みづくりが必要では
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ないでしょうか。お尋ねをいたします。  

 ２点目、駐車場バーの設置について。これまでから何度も質問をしておりま

すが、現在、平群駅前には有料のコインパーキングがありますが、施設が建設

された後は施設利用者の皆様が敷地内に駐車をされます。しかし、バー等の設

置をしなければ施設利用者でない方の無断駐車は目に見えております。本庁舎

建設までの間は敷地も広くあいておりますが、無断駐車対策のためには駐車バ

ーの設置は建設と同時に早急に必要であります。いつごろとお考えでしょうか。

お尋ねをいたします。  

 大きな２項目めは高齢者や障がい者の災害時の避難対策について質問をいた

します。  

 東日本大震災から８年が経過しましたが、以降も多くの激甚災害が続いてお

ります。特に東日本大震災の高齢者の死亡者数は６割以上で、さらに障がいの

ある人の死亡率は被災者住民全体の約２倍に上りました。避難のときに手助け

が必要な在宅の障がい者や寝たきりの高齢者など、自力で避難が難しい人が逃

げおくれたことが原因の一つだと考えられます。今後も南海トラフ地震などの

大規模災害が起きる可能性が示唆される中、これらの教訓を踏まえ、国は２０

１３年に災害対策基本法の改正を行い、災害時に自力で避難することが難しく、

支援が必要な避難行動要支援者の名簿作成と、各自治体に支援者を決め、避難

を支援するための個別避難計画をつくることを推奨しております。  

 さらに、平群町の地域防災計画にも避難支援体制の構築について明記されて

おり、要支援者への実効性ある支援体制の整備が求められています。また、平

成３０年７月豪雨ではさまざまな防災情報が発信されているものの、多様かつ

難解であるため多くの住民が活用できなかった状況を踏まえ、本年３月に避難

勧告等に関するガイドラインが改訂され、災害時に住民が避難行動を容易にと

れるよう、とるべき行動を５段階の警戒レベルに分け、防災情報をわかりやす

く提供することになりました。  

 そこで４点お尋ねいたします。  

 まず１点目、避難行動要支援者名簿の現状と取り組みについてお尋ねします。 

 ２点目、災害発生を想定し、避難行動要支援者を初め御家族はどのように避

難をすればいいのかと大変不安な思いをされている方々がおられます。本町で

は平群町避難行動要支援者避難支援マニュアルが作成されております。名簿を

もとに誰がどのように支援するのか。そのためには何が必要かなど、個々の要

支援者の状況に沿った避難時における個別計画の作成は、その要支援者の命を

守ることはもとより、計画を作成する過程や計画を利用した訓練の実施などの

実践が地域の支え合いの関係づくりにも大変有効になると考えております。  
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 そこで、災害時における避難行動要支援者への適切な支援のための避難行動

要支援者の個別計画の策定状況についてお尋ねいたします。  

 ３点目、災害時を想定し、要支援者も含めた避難所運営訓練の実施について

お尋ねします。  

 ４点目、避難所での要支援者の支援対策として、外見では障がいの有無がわ

からない聴覚障がいの方等が支援を受けやすくするために、耳が聞こえにくい

とか手話ができますとかを書いたスカーフを肩にかけ意思表示ができる災害時

バンダナの作成についてお尋ねいたします。  

 大きな３項目めは、食品ロス削減のさらなる取り組みについて質問をいたし

ます。まだ食べられるのに捨てられてしまう食品ロスを削減するための食品ロ

ス削減推進法は、公明党が２０１６年２月に党内で初めてプロジェクトチーム

を立ち上げ、法案骨子をまとめ先頭に立ってリードする中、このたび議員立法

で５月２４日、参院本会議において全会一致で可決、成立をいたしました。日

本では年間６４３万トンの食品ロスが発生をしており、この量は日本人１人当

たりに換算すると、毎日お茶わん約１杯分の御飯を捨てていることに相当しま

す。近年スーパーやコンビニが期間限定で販売する恵方巻やクリスマスケーキ

などが大量に売れ残り廃棄されることが問題になっております。一方で国内で

は７人に１人の子どもが貧困と言われており、対策が急務です。  

 今回の推進法の内容は、食品ロス削減はまだ食べることができる食品が廃棄

されないようにするための社会的な取り組みと定義し、国や自治体、消費者や

事業者が一体となって取り組む国民運動と位置づけました。具体的には関係閣

僚や有識者らでつくる食品ロス削減推進会議を内閣府に設置し、基本方針を策

定し、その方針を踏まえながら、都道府県や市町村は推進計画を策定し、対策

を実施することになります。基本施策としては、消費者や事業者に対する知識

の普及啓発や家庭から寄贈された未利用食品を福祉施設や災害被災地などの必

要な人に届けるフードバンク活動の支援などを行います。さらに食品ロス削減

に関する理解と関心を深めるため、１０月を食品ロス削減月間と定めておりま

す。早速大手コンビニも対策に乗り出し、ローソンは一部地域で６月から消費

期限が近い食品を購入した客に買い物で使えるポイントを還元する実験を始

め、セブンイレブンも今週から全国店舗で同様のポイント還元が開始するほか、

ファミリーマートでも季節商品の販売を完全予約制にするなど食品ロスに向け

た取り組みを加速させております。  

 そこで、３点お尋ねいたします。  

 まず１点目、平成２８年３月議会においても食品ロス削減の取り組みについ

て一般質問をさせていただき提案をする中、以降、災害時備蓄品や過日の第７
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回ごみ減量フェスタにおいても未利用の食品を必要とする人へつなぐフードド

ライブの取り組みも行っていただいておりましたが、これまでの食品ロス削減

に対する本町の取り組みについてお尋ねをいたします。  

 ２点目、法律の策定に伴い、基本方針を踏まえ、本町の食品ロス削減推進計

画の策定を速やかに行うべきと考えますが、いかがお考えでしょうか。  

 ３点目、食品ロス削減には小売業者に比べ食品廃棄量が多い飲食店など外食

産業の取り組みも欠かせません。そこで、宴会の最初の３０分と最後の１０分

は料理を食べることに専念する「３０１０運動」を呼びかける取り組みをして

いる自治体があります。また、食べ残しを持ち帰るための容器を飲食店側が用

意するという動きが広がりつつあります。本町においてもこのような努力が必

要と考えますが、いかがお考えでしょうか。お尋ねいたします。  

 最後、大きな４項目めは森脇大橋東詰交差点に横断歩道の設置について質問

をいたします。  

 森脇大橋東詰交差点は御承知のとおり歩行者用の横断歩道が設置されていな

いため、道路の真ん中の交差点をそのまま渡り平群駅のほうに向かわれている

ため、歩行者の安全対策が全くできておりません。本年４月ごろにも自転車と

人との接触事故が発生をし、本町も森脇大橋東詰交差点についての安全対策の

必要性を認識されてると思います。しかし、国道１６８号線を含める交差線前

後の路線においても一定の歩道等のハード整備が完了しなければ森脇大橋東詰

交差点に歩行者用の信号機や横断歩道の設置が進まないことも一定理解はでき

ますが、歩道整備の進捗はどのように進んでおりますでしょうか。このままで

は歩行者の安全確保はいつまでたってもできません。設置に向けたこれまでの

本町の取り組みと進捗状況及び森脇大橋東詰交差点の安全対策として歩行者用

の信号機や横断歩道の設置時期についてお尋ねいたします。  

 以上、端的に明快な御答弁をよろしくお願いいたします。  

○議  長  

 教育委員会総務課参事。  

○教育委員会総務課参事  

 それでは、窪議員御質問の１項目めの１点目、（仮称）文化センター支援ボラ

ンティア制度の仕組みづくりについてお答えいたします。  

 （仮称）文化センター・図書館建設につきましては、議員御質問のように、

町民の皆様を初めとする多くの方々から愛され、魅力ある施設となるよう整備

を進めているものであります。その活用に当たっては、１階には皆様が気軽に

利用できる椅子等を設置し、２階には町民の皆様が予約なしに気軽に利用でき

るスペースとしてラウンジコーナーとそれにつながる矢田テラスを設置してお
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ります。さらにはテラスに面する研修室で行われる絵画や工作などの創作活動

がテラスにまで広がることを期待するもので、各関係団体や自治会なども含め

て皆様が集い、交流する場として計画したものであります。  

 そこで、議員より御提案のあったボランティア制度ですが、社会教育施設の

事例としてはイベントサポートボランティアとして各種催事のアシスタント活

動、受付や会場設営などでございます。また、デコレーションボランティアと

してホールやエントランスに生け花や絵などを装飾していただくもの、イベン

ト撮影ボランティアとして催事の写真撮影などを行っていただくものがあり、

また公共施設の緑化活動などを行っていただくものがあります。こういった取

り組みにより、教育、文化の振興と充実、及び住民サービスの向上、文化交流

が図られているものであります。  

 （仮称）文化センター・図書館の管理運営については、現在、所管の運営審

議会の御意見もいただきながら議論を進めていますが、施設の今後の事業展開

の方向性を見詰め、また図書館づくり友の会やあすのすボランティアサポータ

ー、学校図書館ボランティア、及び観光ボランティアガイドの方々との連携も

大切にしながら住民協働の観点から、議員御提案の（仮称）文化センター支援

ボランティアについて検討してまいります。  

 続いて、２点目の駐車バー設置についてお答えいたします。  

 （仮称）文化センター・図書館については、１点目でも申し上げましたとお

り、町民の皆様を初めとする多くの方々の利用を期待するものであります。駐

車場管理については、現時点では高額な設備投資が必要であることから、職員

の巡回による管理を考えておりますが、駅前の立地というアクセスのよさもあ

り、利用者の増加と同時に管理運営面での危惧も予想されます。公共駐車場の

管理においては長期駐車、放置車両などの不法駐車対策や、とめたい施設利用

者が使用できないなど利用者以外の駐車対策などが必要であります。対策とし

て、民間事業者の取り組みで、駐車場開設に必要な精算機、駐車機器、料金看

板などの設備は事業者の負担で用意、設置し、開設後は業者が管理するもので

あります。土地オーナーは用地を提供し、賃料をもらうというのが基本スタイ

ルであります。  

 今、公共施設では民間事業者への管理委託に踏み切る施設が増加しつつあり

ます。職員管理にしろ業者委託にしろ、施設利用者や利用者でない方への駐車

料金の設定や減免方法、磁気処理など検討課題が多く考えられますが、あくま

でも施設利用者と利用者以外の方に不公平が生じないことを前提として、収益

が見込めるかどうか民間事業者の意向も確認しながら管理運営について検討し

てまいります。  
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 以上でございます。  

○議  長  

 窪君。  

○１０番  

 御答弁ありがとうございます。まず１点目でありますが、今、文化センター

の管理運営について運営審議会やもう本当に述べられましたように多くのボラ

ンティア団体の皆様に大変お世話になっていることは感謝申し上げたいと思い

ます。また、やはり多くの学校でも支援ボランティア等々、また多くの皆さん

のお力を平群町はおかりをいただいておりますけれども、御答弁で住民協働の

観点から（仮称）文化センター支援ボランティアについても検討したいと前向

きな御答弁をいただいたと受けとめさせていただきたいと思います。ぜひ落ち

つきましたら設置をしていただき、多くの皆様のお力をおかりして、いつまで

もにぎわいのある施設にしていただくことをお願いをしておきたいと思いま

す。  

 ２点目でありますが、やはり、これはもう何度も何度も言わせていただいて

まいりましたが、今回予算にも計上されておりませんでしたので質問させてい

ただいたんですが、やっぱり駐車場管理、平群町で駐車場をつくってこうする

ということは、以前３，０００万ぐらいとかいうお話もあったように思うんで

すが、今はどうかもわかりませんが、職員の巡回ですか、とか、そういうどこ

かにやはり委託をしないと大変限界があると思うんですね。もう一つ、今公共

施設、民間事業者の管理委託に踏み切る施設がふえてるとの御答弁もありまし

た。多くのところで、そういう駐車場、駅前とか、横浜の市役所ですかね、そ

ういうところもそういう施設、民間の事業者が入っていると思いますけれども

ね、管理運営について駐車場の民間事業者の意向も確認しながら管理運営は検

討したいという御答弁だったと思うんですが、どのように今、もうちょっと調

べられてるかなと思うんですが、推測ですね、をされているのかわかりました

ら教えていただきたいと思います。  

○議  長  

 教育委員会総務課参事。  

○教育委員会総務課参事  

 ただいまの駐車場の管理について再質問いただいております。それで、当初

予算のほうには駐車ゲート等の予算、載っておりませんけども、現時点ではそ

の駐車場管理、一つの方法として駐車場の出入り口にポールを設けて、その上

げ下げとチェーンの設置による管理を考えております。また、無断駐車対策で

は施設の利用者かどうか区別できない場合もあり、必ずしも有効な対策とは言
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い切れませんけれども、職員による定期的な巡回により注意を促したいとその

ように考えております。  

 なおですね、民間事業者の参入についてはですね、まずこの施設は多くの皆

様の利用を期待していること、そして一律に利用料金を徴収することは適切で

ないこと、そして施設の利用者には磁気処理による減免と一定時間以上の駐車

は料金をいただきたいこと、そういった町の考え方を伝えた上で、事業者の意

向も確認しながら検討を進めてまいります。  

 以上でございます。  

○議  長  

 窪君。  

○１０番  

 今、民間事業者、私もちょっと調べたところでは民間事業者に管理を委託し

て、そして、その土地を貸すと。貸して、それによる賃貸っていうんですかね、

土地代を毎月収益として入ると。でも、駐車場で入った収入は民間事業者が受

け取られると。そういうふうな施設もあるというふうに聞いておりますので、

今ここが、この文化センターの平群駅前のところが民間業者にとって優位にあ

るのかならないのか、そういうところも民間事業者に来ていただきましたなら

ば土地の貸す収入は入るということで一定経費削減にもつながりますし、増収

にもつながると思うんですね。ですので、やはり、それをしなければ、職員の

巡回によるポールの上げ下げ、チェーンの設置、いろんなところにポール、ス

ポセンでもありますね。上げ下げこうする、入れません。でも、それは朝と、

また閉める時点でしないと、今度はポールの上げ下げとかはチェーンとかでき

ませんのでね。もう本当にここだけで職員の人件費は要るのではないかと。ず

うっとね。１日中、最初は開けて、夕方は閉めるとそのようであったら、必ず、

幾ら考えても、平群の駅前ですのでね、１時間ぐらい、ここへとめさせてもら

おうかとこういうふうなことは必ず起こりますのでね、もうぜひともこの民間

事業者が委託して参入していただけたら、ぜひともそういう方向で取り組んで

いただきたいと思うんですね。  

 それで、町長に再度お尋ねしたいと思いますが、民間の事業者もやはり、意

向もありますので、おっしゃいましたように、民間事業者が管理の委託を受け

てくれたらやはり導入していただきたいと思いますが、この点、駐車場のバー

に対する町長の御見解をお尋ねしたいと思います。  

○議  長  

 教育委員会総務課参事。  

○教育委員会総務課参事  
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 駐車場のゲートについて再度御質問いただいております。それで、駐車場の

管理運営ですね。当然いろんなところでゲート式の管理されておりますんで、

そういったゲート式の管理を、その必要性を否定するものではございません。

当初予算ではですね、設計時の見積もりでは約３，０００万程度という見積も

りがありましたので、やはり、高額ということで当初予算には計上はしており

ませんでしたけども、ただ調査によりますればですね、民間事業者による公共

駐車場の管理の実績もふえてございます。役所関係とか公立の図書館とかスポ

ーツ施設の駐車場、そういった実績もふえておりますので、そういったことも

踏まえましてですね、利用者の間で不公平が生じないことを前提にですね、町

の設備投資が不要で、かつ２４時間体制で管理運営ができることなど、町にと

って有益であるならばそういった民間事業者への管理委託も前向きに検討して

まいりたいと考えております。  

○議  長  

 窪君。  

○１０番  

 今２４時間体制でですね、本当にそういう３，０００万、冒頭おっしゃいま

したけど、そういうのも要らなくて、こういう民間事業者が来ていただけたら

一番ありがたいかな。これがやはり利用者との、その利用されてない方のやっ

ぱり不公平感が生じないために。全て無料だったらいいですよ。でも、平群の

駅前に有料のコインパーキングできてますよね。もしか、こちら側が、文化セ

ンターのほうが無料であったら、その有料のコインパーキング、すぐ駅近です

けれども、やはり苦情が出るのではないかなと私は思います。  

 やはり、最後に町長の御見解をお尋ねしたいと思います。  

○議  長  

 町長。  

○町  長  

 今、巳波参事から申しましたとおりに、民間事業者の参入が見込まれればそ

れは検討していきたいというふうに考えております。  

○議  長  

 窪君。  

○１０番  

 町長から民間事業者の参入が見込まれれば導入したいと明確な御答弁いただ

きました。ただ相手があることですので、それに期待をしたいと思いますが、

オープンに向けまして、まだまだ巳波参事中心に開館の時間やら施設の利用料

やらたくさんの検討課題がありますが、この今回提案させてもらいました支援
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ボランティア制度の設置もまたオープン時の、必ずこの。オープン時にはやは

り、駐車のバーの設置は大変大事な事案ですので、ぜひとも前向きに進めてい

ただきますことをお願いをいたしまして、この質問は以上で終わらせていただ

きます。  

○議  長  

 総務防災課長。  

○総務防災課長  

 それでは、大きな２点目の御質問にお答えします。  

 高齢者や障がい者の災害時の避難対策についてであります。  

 まずその中の１点目、避難行動要支援者名簿の現状と取り組みの御質問につ

いてお答えさせていただきます。避難行動要支援者名簿は平成２５年の災害対

策基本法の改正により作成が義務づけられ、本町でも平成２７年度より作成を

しております。現在、対象２，４００名のうち、同意が８２８名、不同意が３

９９名、その他意思表示なしが１，１７３名となっております。５月３１日現

在の人数であります。  

 また、啓発としまして、毎月１回「マイタウン平群」への掲載に加え、対象

者の方へは役場窓口や郵送にて御案内をお渡しし、登録の意思確認を行ってお

り、情報開示に同意していただいた方の登録名簿については現在のところ、平

群町民生児童委員協議会と情報提供に関する協定書を締結し、開示をしており

ますが、要請があれば自主防災組織など避難支援関係者への開示も可能であり

ます。なお、登録名簿は災害時の支援活動に加え、日ごろの見守り活動や緊急

時の対応にも可能となります。  

 続きまして、２点目の避難行動要支援者の個別計画の策定状況の御質問につ

いてお答えさせていただきます。  

 避難行動要支援者の個別計画につきましては、平成２５年の避難行動要支援

者の避難行動要支援に関する取り組み指針に「地域の特性や事情を踏まえつつ、

名簿情報に基づき、市町村が個別に避難行動要支援者と具体的な打ち合わせを

行いながら、個別計画を策定することが望まれる」と記載しておりますが、本

町におきましては現在未策定となっている状況でございます。また、策定に当

たり、民生児童委員や自主防災組織などの避難支援関係者とも連携をしつつ、

今後策定に向けて、調査研究に努めてまいります。  

 ３点目の災害時を想定して要配慮者も含めた避難所運営訓練の実施の御質問

についてお答えさせていただきます。  

 町主催の避難所運営訓練については平成２４年度に現在の平群小学校で実施

してからは訓練実施はございません。なお、今年度防災計画と防災ハザードマ
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ップの見直しに加え、避難所運営マニュアルなどの見直しも予定しております

ので、完成後の次年度以降になりますが、新しい避難所運営マニュアルを活用

し、要配慮者対策も含めた避難所運営訓練の実施を計画してまいります。  

 ４点目の避難所での要支援者の支援対策としての災害時バンダナの作成の御

質問についてお答えをさせていただきます。  

 現在、平群町では災害発生時における要支援者の方への災害時バンダナの配

付につきましては現在は予定しておりませんが、外見ではわかりにくい障がい

をお持ちの方々が避難所での支援を受けやすくするために一定の意思表示がで

きることが必要と認識しております。今後におきましては、災害時バンダナ等

の作成を含め、避難所等における要支援者の支援対策につきまして調査研究に

努めてまいります。  

 以上でございます。  

○議  長  

 窪君。  

○１０番  

 ありがとうございます。避難行動要支援者名簿の情報開示に登録いただいた

方ですね。同意で手を挙げていただいた方は２，４００人中８２８名で対象者

の３分の１ということであります。また、広報などでも毎月ですね、広報を見

ましたら避難行動要支援者名簿の御登録をということで丁寧には啓発をしてい

ただいておりますが、対象者の皆様が同意をされない理由の一つにこの名簿は

どのように使われるのだろうかとか、また御不安があるのではないかと私は考

えます。この現状をどのように認識されて、やはり、同意でないと、平時から

民生委員さん、また自主防災組織には同意をされた名簿しか提供ができないん

ですね。３分の１しか提供できなければあとの３分の２の方はどうなるのかと

いうことで、その部分に関しまして、同意をふやす取り組み、どのようにお考

えかをお尋ねしたいと思います。  

 次に、開示は民生委員さんには、個人情報ですので協定を結んで全て開示を

されておられるということですが、では、要請があった自主防災組織にも提示

をできるということですが、自主防災組織何団体に提供をされておられるのか

お尋ねをしたいと思います。  

 そして、個別計画です。それぞれお一人お一人の個別計画ですが、今、未策

定であるということで正直におっしゃっていただきましたけれども、策定に当

たり、民生児童委員や自主防災組織の関係者とも連携して策定に向けて調査研

究をしてまいりたいということで、長い間これがたってるわけなんですね。も

う１回確認しますが、個別計画いうのは災害時に自力で避難ができない方へ適
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切な支援を平時から決めておくことなんですね。それが個別計画ですが、これ

が策定されなければ、そういう本当に幾ら名簿を手挙げで同意された方をふや

してもこの個別計画が策定されなければ、誰が助けに行くのかとか、そういう、

どういう、大変厳しい人、災害が起こったときにあそこ行かないと、ここへ行

かないとというのが、そういう計画を立ててないと大変なことになると思うん

ですが、もう一度このことに対する認識と今後の取り組みについてお尋ねした

いと思います。  

 そして、３点目でありますけれども、避難所運営訓練ですね。平成２４年、

現在の平群小学校で実施をしていただきました。私も自治会のたまたま副会長

をさせていただいておりましたので、そのときにも一緒に参加をさせていただ

き、本部のほうへ行かせていただきましたが、そこで初めて障がいをお持ちの

方、この人たちの対応は誰がするんだというような御意見がいっぱい出まして、

やはり、何ていうんですか、普通の形式だけの防災訓練では見えない部分がた

くさん避難所運営訓練の中で見えてまいりました。また、ＨＵＧも平群町、や

っていただいておりますが、私も防災士としてＨＵＧ、何回もやっております

が、毎回悩むことだらけです。  

 そういうことでですね、この防災訓練、防災計画も見直していただき、全て

の避難所運営マニュアルを見直していただいてから次年度に避難所運営訓練を

実施するということですが、本当は早いことしていただきたいですが、今その

見直しで大変な状況だと、これから入ると思いますので、次年度にしていただ

けたらと思いますけれども、まず町が毎年こういう取り組みを、実効性のある

避難所運営訓練など町を中心に、各すばらしい自治会、たくさんして、模範に

なる自治会たくさんありますけれども、やはり、そことされてないとこの温度

差がたくさんありますので、やはり町が主催のこの避難所の運営訓練をしても

らって、町が模範を示してもらって、平時から避難行動要支援者の方々の支援

の重要性をさらに認識をしていただくためにですね、防災士とか、また自主防

災組織の協議会ございますね、この前も総会されましたが、そういうところで

の意識の高い方々もたくさんいらっしゃいますので、避難行動要支援者対策の

研修会の開催もぜひともしていただきたいと思いますが、これ、三つ目の再質

問をさせていただきます。  

 それから、災害時バンダナでございますが、ちょっと持ってきて皆さんに見

ていただきたかったんですが、現実今、熊取町ではそれをことしになってされ

てます。このぐらいのスカーフに片側には「耳が聞こえにくいです」、また片側

には「手話ができます」とかこうなってまして、それを二つ折りして、自分は

「手話ができます」というのが背中に見えるように、こういうことで聴覚障害
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の皆さんとか、また手話をできる皆さんに応援をしていただくという意味で、

熊取町では１００枚、社協がつくられておりまして、１００枚で１６万ぐらい

かかったということをお聞きしておりますが、こういうこともぜひともつくっ

ていただきたいこと、これはお願いしておきたいと思います。  

○議  長  

 総務防災課長。  

○総務防災課長  

 再質問いただきました。避難行動要支援者名簿の情報開示についてですけど

も、同意が得られない、まだまだ同意を得られてるのが全体の３分の１である

ということで、今後この同意をふやしていくのはどのようにしていくかという

御質問であったかと思います。これにつきましてですけども、災害時において

は自助、共助、公助、それぞれいろいろ役割があるというふうに認識しており

ます。まず命を守るためには自助と共助、これが重要な役割を担ってくるとい

うふうに認識しております。そのために日ごろから活用できるのが登録名簿と

いうことで重要であるというふうに考えております。本町におきましても名簿

の情報提供に同意が進まない理由があるならば、円滑に進むよう関係機関とも

連携し、要支援者の方への支援体制も含め、充実した名簿となるように努力し

てまいりたいと考えます。  

 次にですね、同意された名簿の開示について、自主防災団体へ要請があった

かということでありますけども、現在のところはありません。ゼロということ

であります。  

 それからですね、この次の質問ですけども、個別計画が進んでいないという

ことで申しわけございません。大変申しわけない状況なんですけども、今後の

平時から行動を決めておくことが大事だということで、今後の取り組みはとい

うことでございます。避難支援関係者への登録名簿の提供に加え、災害時に誰

がどのように要支援者の方を支援し、避難させるかは重要であり、事前に個々

の状況に合った個別計画の策定は必要だと考えておりますので、また民生児童

委員の方、また自主防災組織の方も含めて一緒に取り組んでいきたいというふ

うに考えます。  

 また、それから避難所の運営につきまして、今後の訓練実施ということにつ

いての御質問あったかと思います。現在本町におきましては、先ほど言いまし

た個別計画の策定が進んでおりませんが、今後におきましても避難行動要支援

者名簿の重要性と個別計画の必要性とについて民生委員、児童委員の方、自主

防災組織等の避難支援等の関係者の方に対しまして、研修や啓発を行いながら

策定に向けて取り組んでいきたいと。訓練につきましても次年度以降で開催、
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町主体でというふうに考えておりますので、よろしくお願いいたします。  

 災害時バンダナにつきましても調査研究進めていきますので、よろしくお願

いいたします。  

○議  長  

 窪君。  

○１０番  

 ありがとうございます。平群町だけではなく、多くの自治体がこのような傾

向にあるように私も思っております。やはり、それはこの避難行動要支援者っ

ていうところがなかなか難しい、わかりにくいということもありますので、ぜ

ひとも、やはり、地域でのつながり、自助、共助が大切ですので、関係機関と

連携をしていただき、対象者の多く皆様に同意をしていただき、登録名簿が本

当に充実した名簿になるよう、活用方法も含めて丁寧な説明をこれからも住民

の皆様にしていただきたいと思います。  

 また、この名簿を平時から民生委員、自主防災組織の皆さんに提供できます。

情報共有することで、今後いつ起こるかわからない南海トラフ大地震、奈良は

大丈夫だというような変な自信がある場合も多いですが、大雨とか平群では土

砂災害、昨年、またその前もたくさん発生しており、大変な思いをされてる方

も、これからまた地震で出てくるかもわかりませんので、その中でもいつ起こ

るかわからない災害に対して、自力で避難ができない御高齢の方や障がいをお

持ちの方への要支援の実効性ある支援体制の取り組みにさらに取り組んでいた

だけますことを要望いたしまして、この質問は以上で結構でございます。  

○議  長  

 住民生活課長。  

○住民生活課長  

 それでは、３点目の窪議員さんの食品ロスのさらなる取り組みについてにお

答えいたします。  

 １点目のこれまでの食品ロス削減に対する本町の取り組みについての御質問

にお答えいたします。  

 まず、災害時備蓄品につきましては、保存期限切れ間近の食料備蓄品につい

ては、小学校やこども園、町内の防災イベントや自主防犯会の防災訓練などへ

の提供に加え、できる限り廃棄処分を避けるため奈良県フードレスキュー事業

への提供も行っておりますので、現在、食料備蓄の食品ロスは解消されており

ます。  

 また、ごみ減量フェスタのイベントにおいて、おいしいエコクッキングにて

素材を余さず使ってもう一品として食材を使い切る料理のレシピ紹介と試食、
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また昨年と本年のイベントではフードドライブを開催し、合計約７５キロの食

材が集まりました。  

 啓発としては食品ロスダイアリーを窓口配布しております。また、啓発につ

きましても消費者啓発出前講座や平群町公式ホームページ内で食品ロス削減の

啓発の情報を住民や消費者への発信や窓口で啓発チラシの配布やポスター掲示

を通年設置してまいりました。  

 ２点目の本町の食品ロス削減推進計画の策定を速やかに行うべきと考えます

がについての御質問にお答えいたします。  

 現段階では、国、県に確認いたしましたが、食品ロス削減推進基本方針がま

だ出ておりません。方針が示されましたらそれに基づき、奈良県及び関係各課

と連携いたしまして、推進計画を策定していきたいと考えております。  

 ３点目の宴会の最初の３０分と最後の１０分は料理を食べることに専念する

「３０１０運動」を呼びかける取り組みをしている自治体があります。本町に

おいてもこのような努力が必要と考えますがについての御質問にお答えいたし

ます。  

 宴会での食べ残しはランチでの食べ残しの５倍というデータがあります。宴

会スタート後３０分間の味わいタイム、親睦を深める楽しみタイム、お開き前

の１０分間の食べ切りタイムの「３０１０運動」を本町内の飲食店に対し、呼

びかけを行っていきたいと考えます。あわせて、住民の方々には広報紙やホー

ムページ等で「３０１０運動」を啓発に努めてまいりたいと考えております。  

 以上でございます。  

○議  長  

 窪君。  

○１０番  

 ありがとうございます。食品ロス削減につきましては、平群町、率先して取

り組んでいただいていることは高く評価をしたいと思います。  

 それに対しまして何点か再質問させていただきます。まず、災害時備蓄品の

食品ロスは解消した、ないということでありますが、どれぐらいの量を提供さ

れたのか。それをお尋ねしたいと思います。  

 ２点目、平群の道の駅では食品ロス削減に対してどのような取り組みをされ

ておられますか。お尋ねします。  

 ３点目は、この前もごみ減量フェスタの、今はフェイスブック、ツイッター

等で発信されて、このフードドライブですね、そのことをすごくわかりやすく

書いてくださってて、大変よかったんですが、さらにいろんな取り組みを平群

で取り組み、またものをいろんな角度でＳＮＳを通じて平群町の発信をしてい
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ただきたいと思います。  

 それから、教育委員会にお尋ねしたいんですが、子どもたちにいろんな啓発

ポスターも書いていただいて、啓発をいろんな部門でしていただいております

が、子どもたちによる啓発ポスターの作成等も実施をしていただけないかなと

いうことでお尋ねしたいと思います。  

 ２点目ですが、法律、基本方針がまだ発表、もちろんされておりませんので、

でもやはり、その前から実質的には取り組んでいただきながら、すぐ推進計画

も策定をお願いをしておきたいと思います。  

 そして、３番目でありますが、「３０１０運動」、町内の飲食店に呼びかけ、

広報やホームページでも住民に呼びかけたいということであります。そうして

いただきたいと思います。ただ、飲食店に行って、お客さんに、まずは食べて

ください、また後はあれ、そういうことは強制できませんので、そういう意識

の問題になりますのでね、まず本町として、平群町の本町としての取り組みで

すね。いろんなことがあると思うんですが、そういう部分でも取り組みが大事

かと思うんですが、平群町が模範となって取り組むことが大事だと思うんです

が、その点どのようにお考えでしょうか。  

○議  長  

 住民生活課長。  

○住民生活課長  

 まずフードバンクの件について御説明させていただきます。フードバンクに

つきましては、この部分の一部を「地域食堂おかえり」というところで提供さ

せていただいております。その中で４月から始まっておりまして、月一度１８

歳未満のお子さんと一般の方は３００円という形で御提供させていただいてお

る次第でございます。フードバンクに関しましては以上でございます。  

 続きまして、３番目の御質問の「３０１０運動」の部分でございますが、私

ども役場の中でも歓送迎会、そして送別会とかですね、忘年会の中におきまし

ても今後またそういう環境省が示してます三角柱みたいなものがございまし

て、それをもとにですね、またそういう形で御協力を皆さん、ぜひともしてい

ただくように努力してまいりたいと思います。  

 そして、業者さんに関してもそういった形の三角柱もございますので、そう

いうものをまた各担当課ですね、関係部局と一緒に連携していただいてですね、

町内に宴会できるところは十四、五あるのかなと思いますので、その辺も含め

てまた今後啓発をしていきたいと思っております。そして、広報等にもまた啓

発等はさせていただきます。  

 以上でございます。  
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○議  長  

 観光産業課長。  

○観光産業課長  

 再質問にありました、先に道の駅の取り組みについてお答え申し上げます。  

 基本的に道の駅のレストランにおきましては、前日とか前々日の仕込み等は

しておりますけども、基本的に加工食品などの作り置きというものをできるだ

けしないように、今はほとんどしてない状態でございます。また、営業時間内

に都度不足するような食材については買い増し、補充しながら調理しているよ

うな状況ですので、基本的に食品ロスはほとんど出ていない状況です。  

 また、経営上も食品ロスが出ますと大変厳しい部分がありますので、経営上

も食品ロスをなくすような、常に意識を持って経営しているということでござ

います。例えば、古都華パフェなんかにつきましても多少見ばえの悪くなった

ようなイチゴについてはミキサーにかけてソフトクリームに利用するというよ

うなことだとかをやっておりますし、レストランで提供しますランチの際のラ

イス、御飯なんかにつきましてもおかわり自由ということでやっております。

よって、もともと最初に提供するときにはやや少なめにして提供しておりまし

て、物足りない方についてはおかわりをしていただくというようなことをして

ますので、御飯についても食べ残し等はほとんど見られないということでござ

います。今後もそういうことで食品ロスについては神経を使って、できるだけ

削減するように営業を進めていきたいというふうに思っております。  

○議  長  

 総務防災課長。  

○総務防災課長  

 防災備蓄品の関係の在庫の処分というかその関係であります。乾パンにつき

まして、２８年度から３０年度にかけまして２，８００食処理しております。

それから、アルファ米につきましても２８年度から３０年度にかけまして約３，

５００食処分していることになります。  

 以上です。  

○議  長  

 教育委員会総務課長。  

○教育委員会総務課長  

 それでは、学校におきます食品ロス削減への啓発ポスター等の作成はできな

いかという御質問に関しましては、これにつきましては校園長会の中でもおろ

しまして、今後協議をしていきたいと思います。ただ、現在学校でも給食を中

心に食べ残しをなくす指導は進めております。そして、子どもたちへの意識的
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な啓発といたしましてですね、平群小学校所属の栄養士がおるんですけれども、

その栄養士が定期的に各小中学校に出向きましてですね、食べ物に対する感謝

の気持ちでありますとか、そしてまた地産地消におきます農家の皆様がつくら

れた野菜等の大切さということの食育の推進ということでも進めておるところ

でございますので、今後また新たなもので何かできるかどうか、また検討して

いきたいと思います。  

○議  長  

 窪君。  

○１０番  

 大変ありがとうございます。いろんな各課におきまして、道の駅も含めまし

て、大変意識が平群町高いなということで大変評価をしたいと思います。ただ

さらに、国民運動でありますので、まず、私もですが、職員の皆さんもこの意

識に立っていただき、歓送迎会等々に行かれたら、平群町は大変マナーがいい

なと、ほとんど残っていないなと。これは強制ではありませんけれども、やは

りそういう取り組みをぜひ順番で、一遍にはいかないかもわかりませんが、そ

ういう意識を持って、平群町が先頭切って取り組んでいただきたいなと、これ

は要望でありますが、お願いしておきたいと思います。多様な主体が連携して、

国民運動として食品ロス削減に本町としてもこれからも取り組んでいただきま

すことを要望いたしまして、この質問に関しましては以上で終わらせていただ

きます。  

○議  長  

 都市建設課長。  

○都市建設課長  

 ４項目め、森脇大橋東詰交差点の横断歩道の設置につきましては、これまで

も本会議で他の議員からも御質問いただいております。横断歩道や信号機の設

置は警察協議が前提条件となります。また、長年の懸案事項である当該歩道整

備については、道路管理者である奈良県郡山土木事務所が平成２３年度に事業

着手しました。関係地権者の広範囲の地図訂正や未相続の処理などが起因し、

事業が大幅に遅延しているのが現状でございます。  

 現在では、区画整理事業により幅員３．５メートルの両側歩道が整備され、

当該未整備区間の歩道整備は喫緊の課題と認識しており、毎年奈良県に個別要

望や２市４町で構成されている郡山土木協議会を通じ、本町の最優先課題とし

て要望を行っているところでございます。  

 一方で本町独自に国道１６８号線の歩行者受け皿となる森脇橋北側の町道東

吉新７６号線の歩道整備用地を昨年度末に取得してきました。いずれにしまし
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ても、本件は地域住民の方々や通勤、通学時における歩行者等の抜本的な安全

対策であり、その重要度からも早期に完了すべきと考えております。今後も引

き続き関係地権者との調整、県との協議、調整を行いながら課題解消と早期再

事業化に向けた取り組みを行ってまいりたいと考えております。  

○議  長  

 窪君。  

○１０番  

 ありがとうございます。横断歩道や信号機の設置はまず警察協議ということ

は、公安ということはよくわかるんです。そして、その前提条件が国道１６８

号線森脇大橋東詰交差点から旧南都銀行跡地までの１３０メートルだと思うん

ですが、この間を３．５メートルの歩道にという整備が、これが前提条件で横

断歩道と信号機の設置は可能ということで、平成２３年の郡山土木事業が着手

をしていただいてるのに、今、課長のほうからもおくれた原因を述べていただ

きましたが、着手をしていただいて相当な年月がたっていると思います。そし

て、このおくれた要因は今もうどのぐらい解消されたのかお尋ねしたいと思い

ます。  

○議  長  

 都市建設課長。  

○都市建設課長  

 今いただきましたおくれた地図訂正、相続関係でございます。相続関係につ

きましては国道部分が既に完了しております。地図訂正につきましては一部残

っておりますが、めどが立っている状況でございます。  

○議  長  

 窪君。  

○１０番  

 ありがとうございます。この間、本当に未相続の処理とか地図訂正、大変時

間のかかる、相手のあることですので、でも、ほぼこのおくれた要因は解消さ

れたということで高く、本当に評価したいと思います。これができなければ前

に進みません。ただ、奈良県が２３年度に事業着手していただいておりますの

でね、いよいよこの歩道整備を１３０メートル、３．５の歩道に、あそこ私も、

あそこの交差点、本当に皆様御存じのように、向こうへ渡りにくいですね。全

てが何かもうどこからでも渡れる横断歩道みたいになってしまっている感じ

で、歩行者、本当に危険です。また、多くの、私も要望いただき、担当課にも

お願いして、グリーンベルトですね、グリーンベルトの幅も７０センチぐらい

ですか、後ろから車がどんどん来ますので大変危険な状況です。  
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 この前の滋賀の大津のこともありまして、本当に県道交差点で歩道にいた保

育園児が自動車の衝突事故に巻き込まれるという痛ましい事故が発生したとこ

ろでありますので、あそこの交差点は本当に何が起こってもおかしくない、危

険だと思います。そういうことで、平群町も最優先課題として、毎年要望を行

っていただいております。またさらに、その受け皿ですね。７６号線の歩道整

備の用地も昨年度末、取得をしていただいたということで、着々と進んでおり

ますので、ぜひとも本当に県に再事業化ですね。予算をつけてもらって、再事

業化をもうこのときにやっていただけるようにお願いしたいと思います。やは

り、地域住民の方や、通勤、通学における歩行者の安全対策が一番最重要であ

りますので。  

 そして、私も昨日でありますが、荒井知事にこの件は緊急要望書を提出をさ

せていただきましたが、最後に西脇町長の御決意ですね。もうしっかりと県に、

さらに町長のほうから要望していただきたいと思いますが、御決意をお聞かせ

願いたいと思います。  

○議  長  

 副町長。  

○副町長  

 議員御質問の国道１６８号線のこの歩道設置の部分については十二分に認識

をしております。特に夜間、夕方のこの時間帯が歩行者が多いということで、

それも東と西に分散して歩くということで、非常に通勤、通学の利用者の時間

帯がちょうど危ない時間帯に差しかかっているというその辺のところはすごい

危険であるなということで、これはもう先ほど課長が申し上げたとおり、もう

喫緊の課題であると、最優先課題でございます。町を挙げて郡山土木に要請し

ます。  

○議  長  

 窪君。  

○１０番  

 ありがとうございます。町長も同じ御意見だということで副町長がお答えい

ただきました。副町長、課長のときにこの案件も抱えられてされてたと思いま

すが、本当に危険だということをやはり奈良県の皆様にもたくさんのこういう

案件があるというふうにきのうもお聞きをしました。ただ、ここは平群で一番

厳しいんだということへのやはり認識をさらに県にもしていただきますよう、

町のほうからしっかりと要望していただきたいと思います。  

 今、交差点での巻き添え事故防止対策はどこも喫緊の課題でありますので、

全力を挙げて奈良県に早期再事業化を要望していただき、歩行者の安全対策に
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取り組んでいただくことを強く要望いたしまして、私の一般質問は以上で終わ

らせていただきます。大変ありがとうございました。  

○議  長  

 それでは、窪君の一般質問をこれで終わります。  

 あと５名の質問者がありますが、これをもって本日の一般質問を終了し、あ

す改めて一般質問を行いたいと思います。  

 本日の会議はこれで延会したいと思いますが、異議ございませんか。  

 

「異議なし」の声あり  

 

○議  長  

 異議なしと認めます。本日はこれで延会することに決定いたしました。あす

は午前９時から本会議を開き、一般質問を続行します。  

 本日はこれにて延会いたします。  

（ブー）  

延    会  （午後  ３時４９分）  


